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謝
辞

本
紀
要
の
刊
行
に
あ
た
り
、
次
の
機
関
な
ら
び
に
個
人
よ
り
ご
協
力

を
賜
り
ま
し
た（
五
十
音
順
、
敬
称
略
）。
こ
こ
に
深
甚
の
謝
意
を
申

し
上
げ
ま
す
。

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館

聖
清
寺（
益
田
市
）

静
嘉
堂
文
庫
美
術
館

大
寧
寺（
長
門
市
）

訂
心
寺（
浜
田
市
）

花
園
大
学
歴
史
博
物
館

益
田
市
立
雪
舟
の
郷
記
念
館

妙
義
寺（
益
田
市
）

養
光
寺（
益
田
市
）

井
手
誠
之
輔

菊
屋
吉
生

小
松
真
人

榊
原
博
英

志
水
一
行

田
村
杏
士
郎

寺
戸
元
子

藤
岡
奈
緒
美

森
道
彦

吉
田
恵
理

付
記

本
紀
要
に
掲
載
の
論
考
は
、
二
〇
二
〇
年
度
の
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
一
般
共
同
研
究
「
中
近
世
山
陰
西
部
に
お
け
る
曹
洞
宗
寺
院
の
諸

関
係
―
石
見
国
妙
義
寺
を
中
心
に
―
」（
研
究
代
表
：
中
司
健
一
）
の

研
究
成
果
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

共
同
研
究
の
目
的
は
、
島
根
県
益
田
市
の
妙
義
寺
を
中
心
に
、
同
寺

と
関
係
の
あ
る
曹
洞
宗
寺
院
の
古
文
書
、
美
術
工
芸
品
等
を
調
査
研

究
し
、
中
近
世
に
お
け
る
益
田
近
隣
の
曹
洞
宗
寺
院
の
諸
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
共
同
研
究
は
、
次
の
共
同
研
究
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
（
五

十
音
順
、
敬
称
略
）。

　
角
野
広
海（
島
根
県
立
石
見
美
術
館　

学
芸
員
）

中
司
健
一（
益
田
市
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー　

主
任
）

西
田
友
広（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

中
世
史
料
部　

准
教
授
）

濱
田
恒
志（
島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館　

主
任
学
芸
員
）

福
田
善
子（
山
口
県
立
美
術
館　

主
任
学
芸
員
）

目
次
謙
一（
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー　

専
門
研
究
員
）
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《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》  （
一
六
世
紀
、島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

釈
迦
如
来
図



7 図版

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
一
尊
者　

跋
羅
駄
闍
尊
者
図

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
二
尊
者　

迦
諾
迦
伐
蹉
尊
者
図
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《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
四
尊
者　

蘇
頻
陀
尊
者
図

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
三
尊
者　

迦
諾
迦
跋
釐
堕
闍
尊
者
図
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《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
五
尊
者　

諾
距
羅
尊
者
図

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
六
尊
者　

跋
陀
羅
尊
者
図
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《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
八
尊
者　

伐
闍
羅
弗
多
羅
尊
者
図

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
七
尊
者　

迦
哩
尊
者
図



11 図版

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
九
尊
者　

戎
博
迦
尊
者
図

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
十
尊
者　

半
諾
迦
尊
者
図



12

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
十
二
尊
者　

那
伽
犀
那
尊
者
図

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
十
一
尊
者　

羅
怙
羅
尊
者
図



13 図版

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
十
三
尊
者　

因
掲
陀
尊
者
図

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
十
四
尊
者　

伐
那
婆
斯
尊
者
図
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《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
十
六
尊
者　

注
荼
半
託
迦
尊
者
図

《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》

（
一
六
世
紀
、
島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）の
う
ち

第
十
五
尊
者　

阿
氏
多
尊
者
図



15 図版

釈
迦
如
来
図 

面
貌
部
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は
じ
め
に

島
根
県
益
田
市
に
所
在
す
る
妙
義
寺
は
、
益
田
地
域
の
領
主
・
益
田
氏
の
菩
提
寺

と
し
て
栄
え
た
寺
院
で
あ
る
。
一
六
世
紀
後
半
に
は
益
田
藤
兼
（
益
田
氏
第
一
九
代

当
主
）が
、大
寧
寺（
山
口
県
長
門
市
深
川
湯
本
）第
一
五
世
の
関
翁
殊
門
に
帰
依
し
、

妙
義
寺
の
中
興
の
開
山
と
し
て
関
翁
を
招
い
た
と
さ
れ
る
。

現
在
、
妙
義
寺
に
は
関
翁
殊
門
の
寄
進
と
伝
わ
る
《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》（
五
〜
一

五
頁
の
図
版
参
照
。
以
下「
本
作
」ま
た
は「
妙
義
寺
本
」と
記
す
）が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
本
作
に
関
す
る
調
査
・
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
紹
介
し

た
い
。

た
だ
し
、
本
作
の
紹
介
は
本
稿
が
初
め
て
で
は
な
い
。
長
谷
川
博
史
『
中
世
山
陰

地
域
を
中
心
と
す
る
棟
札
の
研
究
』（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
島
根

大
学
教
育
学
部
、
二
〇
一
五
年
）
の
八
八
頁
に
、
明
治
政
府
が
実
施
し
た
社
寺
調
査

の
記
録「
社
寺
宝
物
文
書
目
録
」（
一
八
七
九
〜
一
八
八
四
年
）の
翻
刻
文
と
し
て
、
本

作
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。
こ
の
他
、『
萬
歳
山
妙
義
寺
史
』（
萬
歳
山
妙
義
寺
住
職
・

作
品
紹
介 

： 《
釈
迦
十
六
羅
漢
図
》 （
一
六
世
紀
、島
根
県
益
田
市
・
妙
義
寺
蔵
）

角
野
広
海

永
見
勝
徳
発
行
、
一
九
八
九
年
）で
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
赤
沢
英
二『
日
本
中
世
絵

画
の
新
資
料
と
そ
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
五
年
）
の
五
〇
〜
五
一

頁
と
、『
よ
み
が
え
る
中
世
の
益
田
』（
益
田
市
立
雪
舟
の
郷
記
念
館
、
一
九
九
九
年
）

の
九
頁
に
は
カ
ラ
ー
図
版
が
掲
載
さ
れ
た
。
近
年
で
は
、『
曹
洞
宗
報
』一
〇
〇
五
号

（
曹
洞
宗
務
院
社
會
課
、
二
〇
一
九
年
）
の
表
紙
に
本
作
の
カ
ラ
ー
図
版
が
使
用
さ

れ
、
九
〇
頁
に
佐
藤
秀
孝
氏
に
よ
る
表
紙
解
説
が
あ
る
。
そ
の
翌
年
、
益
田
市
立
雪

舟
の
郷
記
念
館
の
企
画
展
図
録
『
雪
舟
イ
ズ
ム
―
益
田
家
と
雪
舟
流
―
』（
寺
戸
元
子

編
、
二
〇
二
〇
年
）に
本
作
の
カ
ラ
ー
図
版
と
作
品
解
説（
本
稿
筆
者
担
当
）が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
本
作
に
関
し
、
第
一
節
で
作
品
の
概
要
、
第
二
節
で
図
像
の
淵
源
、
第

三
節
で
作
者
と
賛
者
、
第
四
節
で
模
写
作
品
と
類
似
作
品
の
存
在
に
つ
い
て
、
紹

介
す
る
。



17 作品紹介 ： 《釈迦十六羅漢図》

一
　
作
品
の
概
要

本
作
は
紙
本
著
色
、全
一
七
幅
の
軸
装
作
品
で
あ
る
。
本
紙
の
法
量
は
各
縦
六
四
・

〇
㎝
、
横
三
三
・
〇
㎝
で
あ
る
。
一
幅
に
は
釈
迦
如
来
を
、
残
り
の
一
六
幅
に
は
十

六
羅
漢
の
尊
者
た
ち
を
一
人
ず
つ
描
く
。
全
幅
の
画
面
上
部
に
は
、「
雲
甫
」あ
る
い

は「
艮
止
」の
落
款
を
伴
う
賛
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
作
の
保
存
状
態
は
良
い
と
は
い

え
ず
、
折
れ
、
剥
落
、
破
れ
、
後
世
の
補
筆
等
が
少
な
か
ら
ず
確
認
さ
れ
る
。

箱
書
き
に
よ
れ
ば
、
本
作
は
長
門
国
深
川
の
大
寧
寺
第
一
五
世
の
関
翁
殊
門
（
一

五
二
一
〜
一
六
〇
三
）に
よ
っ
て
妙
義
寺
に
施
入
さ
れ
、
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）に

は
妙
義
寺
の
来
応
盤
撮
に
よ
っ
て
表
具
が
仕
立
て
直
さ
れ
た
と
い
う
。
各
幅
表
具
の

外
題
の
墨
書
か
ら
、
現
在
の
各
幅
表
具
も
延
宝
二
年
の
修
復
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
本
作
の
施
入
や
修
復
に
関
す
る
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
は
、
本
紀
要

の
中
司
健
一
氏
の
論
考
を
参
照
願
い
た
い
。

各
幅
表
具
の
表
木
部
分
に
は「
左
ノ
一
」、「
右
ノ
一
」と
い
っ
た
墨
書
が
あ
る
。
そ

れ
に
従
え
ば
、
釈
迦
如
来
図
を
中
心
に
、
奇
数
番
号
の
羅
漢
図
を
釈
迦
か
ら
見
て
左

側
に
、
対
す
る
偶
数
番
号
の
羅
漢
図
を
右
側
に
配
し
、
十
六
羅
漢
が
釈
迦
の
方
を
向

く
よ
う
に
掛
け
並
べ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
各
幅
上
部
の
賛
に
つ
い
て
も
、

奇
数
番
号
の
羅
漢
図
の
賛
は
画
面
向
か
っ
て
左
か
ら
右
へ
書
か
れ
、
一
方
偶
数
番
号

は
そ
の
逆
で
あ
り
、
各
幅
の
左
右
配
置
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

次
に
各
幅
に
つ
い
て
、
尊
者
の
尊
容
と
賛
の
釈
文
を
確
認
す
る
。
な
お
、
十
六
羅

漢
図
の
尊
者
番
号
と
尊
者
名
は
、本
作
表
具
の
外
題
と
軸
棒
部
分
の
墨
書
に
従
っ
た
。

賛
で
不
明
な
文
字
は
□
で
表
し
た
。

　

本
尊
　
釈
迦
如
来
図（
六
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
わ
ず
か
に
右
を
向
く
半
身
像
。
瞳
を
画
面
正
面
へ
向
け
、
口
を
開

け
る
。
右
手
を
右
耳
の
下
ま
で
持
ち
上
げ
、
掌
を
見
せ
る
よ
う
に
人
差
し
指
か
ら
小

指
ま
で
を
握
り
、
親
指
は
や
や
伸
ば
し
て
人
差
し
指
と
中
指
に
沿
わ
せ
る
。
両
耳
に

は
耳
璫
を
付
け
る
。
頭
髪
と
髭
は
、
右
巻
き
ま
た
は
左
巻
き
の
渦
を
つ
く
る
。
頭
部

は
頂
髻
相
で
、
頭
部
中
央
に
は
肉
髻
珠
を
、
眉
間
に
は
白
毫
を
描
く
。
衲
衣
の
一
部

に
蓮
唐
草
文
を
描
く
。
釈
迦
の
背
後
に
は
円
光
を
描
く
。

【
賛
】

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

濟
度
竺
紅
支
白
人

至
今
處
々
現
其
真

世
栄
駐
筆
皺
眉
顙

難
冩
法
身
冩
化
身

　
　

雲
甫
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
一
尊
者
　
跋
羅
駄
闍
尊
者
図（
七
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
正
面
を
向
く
半
身
像
。
瞳
も
画
面
正
面
に
向
け
、
口
を
開
け
て
微
笑
む
。
杖

を
両
手
で
抱
え
る
よ
う
に
し
て
持
ち
、
杖
の
先
を
左
肩
に
か
け
る
よ
う
に
す
る
。
袈

裟
は
偏
袒
右
肩
に
着
す
。
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【
賛
】　
※
左
よ
り
行
お
こ
る

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

神
通
妙
用
顕
竒
才

拄
杖
手
攜
空
下
来

策
起
眉
毛
向
君
荅

齊
筵
應
供

其
䑓

　
　
　

雲
甫
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
二
尊
者
　
迦
諾
迦
伐
蹉
尊
者
図（
七
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
右
真
横
を
向
く
半
身
像
。
左
手
に
唐
扇
を
持
ち
、
扇
の
先
を
や
や

下
に
下
げ
る
。

【
賛
】

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

咄
哉
示
現
有
無
相

半
面
半
身
假
与
真

久
遠
今
時
明
歴
々

誰
知
扇
錫
拂
空
塵

　
　
　

雲
甫
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
三
尊
者
　
迦
諾
迦
跋
釐
堕
闍
尊
者
図（
八
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
わ
ず
か
に
左
を
向
く
半
身
像
。
顔
と
瞳
は
画
面
正
面
へ
向
け
る
。

眉
毛
を
下
に
長
く
垂
ら
す
。
右
手
を
胸
の
高
さ
ま
で
持
ち
上
げ
、眉
毛
を
握
り
こ
む
。

鼻
先
と
鼻
溝
は
、
鼻
孔
の
輪
郭
線
と
一
体
化
し
て
不
自
然
に
見
え
る
。
こ
の
鼻
先
箇

所
は
粗
本
の
写
し
崩
れ
と
判
断
さ
れ
る
。

【
賛
】　
※
左
よ
り
行
お
こ
る
。

　
　
　

雲
甫
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

本
體
無
々
皮
肉
權

眉
毛
瀑
布
擬
岩
前

幻
身
影
痩
軽
如
葉

脚
下
鼻
鞋
跋
白
蓮

※ 

賛
者
の
落
款
は
、
尊
者
の
頭
部
に
重
な
ら
な
い
よ
う
に
画
面
向
か
っ
て
左
側
に
書
か
れ
て
い
る
。

第
四
尊
者
　
蘇
頻
陀
尊
者
図（
八
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
右
を
向
く
半
身
像
。
剥
落
に
よ
り
わ
か
り
づ
ら
い
が
、
上
唇
と
下

唇
の
間
に
白
い
歯
が
わ
ず
か
に
見
え
る
た
め
、
口
を
開
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

右
手
を
胸
元
か
ら
出
し
て
握
る
。
袈
裟
は
通
肩
に
着
す
が
、
右
胸
が
半
分
ほ
ど
は
だ

け
る
。
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【
賛
】

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

捨
離
四
大
合
成
姿

霜
苦
雪
辛
脱
肉
皮

以
積
功
登
無
學
位

梵
行
已
立
紀
威
儀

　
　
　

艮
止
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
五
尊
者
　
諾
距
羅
尊
者
図（
九
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
左
を
向
く
半
身
像
。
左
手
を
胸
の
高
さ
ま
で
持
ち
上
げ
、
念
珠
を

握
る
。
袈
裟
は
偏
袒
右
肩
に
着
す
。

【
賛
】　
※
左
よ
り
行
お
こ
る

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

放
白
豪
光
金
色
身

右
肩
既
祖
眼
睛
瞋

念
珠
遮
莫
夫
弾
舌

一
足
翹
為
大
法
輪

　
　
　

雲
甫
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
六
尊
者
　
跋
陀
羅
尊
者
図（
九
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
右
を
向
く
半
身
像
。
や
や
顔
を
上
に
あ
げ
る
。
左
肩
か
ら
紐
を
下

に
垂
ら
す
。
紐
の
先
に
は
環
の
上
部
が
わ
ず
か
に
描
か
れ
る
。

【
賛
】

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

黄
面
白
眉
青
眼

口
如
槌
珥
不
諵
々

袈
裟
長
短
又
多
少

展
則
即
為
獅
子
衫

　
　
　

艮
止
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
七
尊
者
　
迦
哩
尊
者
図（
一
〇
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
左
を
向
く
半
身
像
。
両
目
は
垂
目
で
、
口
を
開
け
る
。
両
肩
を
上

げ
、
両
腕
を
画
面
向
か
っ
て
左
下
へ
下
げ
る
。

【
賛
】　
※
左
よ
り
行
お
こ
る
。

「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

齟
齞
歯
齯
呈
口
鋒

有
迷
刮
削
假
竒
蹤
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臨
行
欲
識
端
由
處

洞
裡
雨
晴
乗
活
龍

　
　
　
　

雲
甫
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
八
尊
者
　
伐
闍
羅
弗
多
羅
尊
者
図（
一
〇
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
右
を
向
く
半
身
像
。
口
を
大
き
く
開
け
、
右
肩
を
持
ち
上
げ
る
。

握
っ
た
両
手
を
、
掌
が
内
側
に
な
る
よ
う
に
合
わ
せ
、
顎
下
に
つ
け
る
。
右
耳
に
は

耳
璫
を
つ
け
る
。

【
賛
】

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

欲
齩
十
虚
開
大
口

目
光
異
額
万
人
瞞

雙
拳
底
事
徒
支
頦

物
外
家
風
絶
易
難

　
　
　

艮
止
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
九
尊
者
　
戎
博
迦
尊
者
図（
一
一
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
左
を
向
く
半
身
像
。
や
や
前
傾
姿
勢
を
と
る
。
袈
裟
は
偏
袒
右
肩

に
着
す
。
左
手
を
首
元
ま
で
持
ち
上
げ
、
人
差
し
指
を
伸
ば
し
、
指
先
を
左
耳
た
ぶ

の
後
ろ
へ
つ
け
る
。

【
賛
】　
※
左
よ
り
行
お
こ
る
。

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

低
頭
曲
脅
眼
生
筋

一
指
々
攸
離
見
聞

掇
轉
須
彌
露
胸
髆

乗
雲
任

霧
紛
紜

　
　
　

雲
甫
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
十
尊
者
　
半
諾
迦
尊
者
図（
一
一
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
右
真
横
を
向
く
半
身
像
。
少
し
口
を
開
け
る
。
左
手
を
前
方
へ
出

し
、
親
指
を
上
へ
伸
ば
し
、
人
差
し
指
と
中
指
を
前
方
へ
突
き
出
す
よ
う
に
伸
ば
し
、

残
り
の
指
を
握
る
。
右
肩
を
持
ち
上
げ
る
。
画
面
下
に
は
唐
扇
が
描
か
れ
る
。

【
賛
】

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

牛
頭
馬
面
夜
叉
顙

扇
錫
既
抛
伸
縮
掌

大
海
波
平
渡

龜
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珊
瑚
朶
々
月
明
朗

　
　
　

艮
止
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
十
一
尊
者
　
羅
怙
羅
尊
者
図（
一
二
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
わ
ず
か
に
左
を
向
く
半
身
像
。
左
手
に
経
冊
を
持
ち
、
顔
を
や
や

下
げ
て
経
冊
を
見
て
、
微
笑
む
。
右
手
に
念
珠
を
持
つ
。
杖
を
左
肩
に
立
て
か
け
る

よ
う
に
し
て
持
つ
。

【
賛
】　
※
左
よ
り
行
お
こ
る
。

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

携
杖
誦
経
第
一
功

手
中
百
八
逞
圓
通

袒
門
別
是
有
看
讀

貼
尺
撃
者
講
説
終

　
　
　

雲
甫
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
十
二
尊
者
　
那
伽
犀
那
尊
者
尊
者
図（
一
二
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
右
を
向
く
半
身
像
。
左
手
に
経
冊
を
持
ち
、
顔
を
や
や
下
に
向
け

て
経
冊
を
見
る
。
右
手
は
顎
先
ま
で
持
ち
上
げ
、
親
指
と
中
指
を
合
わ
せ
る
。
親
指

と
中
指
の
間
か
ら
右
の
鼻
孔
へ
、
細
い
墨
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
な
に
を

表
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
り
、
後
筆
の
可
能
性
も
あ
る
。

【
賛
】

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

依
経
解
義
是
尋
常

提
起
手
中
成
紀
綱

清
浄
身
乎
松
樹
色

廣
長
舌
也
竹
風
涼

　
　
　

艮
止
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
十
三
尊
者
　
因
掲
陀
尊
者
図（
一
三
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
や
や
左
を
向
く
半
身
像
。
口
を
閉
じ
、
瞳
を
や
や
下
へ
向
け
る
。

右
手
を
右
胸
の
前
に
持
ち
上
げ
、人
差
し
指
と
中
指
を
画
面
向
か
っ
て
左
へ
伸
ば
し
、

他
の
指
は
握
る
。

【
賛
】　
※
左
よ
り
行
お
こ
る
。

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

盡
諸
有
結
幾
経
年

騎
象
飛
行
自
在
天

右
眄
指
頭
如
有
眼



22

威
音
那
畔
不
瞑
眩

　
　
　

雲
甫
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
十
四
尊
者
　
伐
那
婆
斯
尊
者
図（
一
三
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
右
を
向
く
半
身
像
。
顔
は
や
や
上
向
き
で
、
頬
が
垂
れ
る
。
両
手

を
胸
の
前
で
合
わ
せ
て
握
り
、
右
手
の
人
差
し
指
と
中
指
を
前
方
へ
伸
ば
す
。
杖
を

両
手
の
間
に
挟
み
、
左
肩
に
立
て
か
け
る
。

【
賛
】

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

兜
羅
綿
裡
褁
金
剛

兎
角
杖
頭
借
月
光

右
手
還
有
千
佛
瑞

麒
麟
出
現
作
繩
牀

　
　
　
　
　

艮
止
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

※「
繩
牀
」は
、
摩
滅
し
た
字（
未
判
読
）に
重
ね
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
後
筆
の
可
能
性
が
あ
る
。

第
十
五
尊
者
　
阿
氏
多
尊
者
図（
一
四
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
向
か
っ
て
左
を
向
く
半
身
像
。
袈
裟
は
偏
袒
右
肩
に
着
す
。
口
を
閉
じ
、
耳

に
耳
璫
を
付
け
る
。
胸
の
前
で
右
手
が
上
、
左
手
が
下
に
な
る
よ
う
に
両
手
を
交
差

さ
せ
る
。
左
手
に
竹
杖
を
握
り
、
右
肩
に
立
て
か
け
る
。

【
賛
】　
※
左
よ
り
行
お
こ
る
。

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

西
金
去
後
又
描
形

影
恰
如
輝
月
半
庭

拄
竹
杖
過
三
世
界

老
襄
力
弱
似
浮
萍

　
　
　
　

雲
甫
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

第
十
六
尊
者
　
注
荼
半
託
迦
尊
者（
一
四
頁
図
版
）

【
尊
容
】

画
面
正
面
を
向
く
半
身
像
。
岩
窟
の
中
で
、
目
と
口
を
閉
じ
る
。

【
賛
】

　
「
艮
止
」（
朱
文
重
廓
長
方
印
）

兀
坐
安
眠
天
地
先

巡
環
歳
序
水
曽
遷

擡
頭
開
眼
四
方
見

日
月
星
辰
自
顕
然

　
　
　
　

艮
止
叟
拜
賛
書「
□
□
」（
朱
文
重
廓
方
印
）
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二
　
図
像
の
淵
源

本
節
で
は
、
本
作
各
幅
の
尊
容
を
ふ
ま
え
、
図
像
の
淵
源
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
─
一
　
釈
迦
如
来
図
の
図
像

本
作
の
釈
迦
如
来
図
の
図
像
に
つ
い
て
は
、
井
手
誠
之
輔
氏
（
九
州
大
学
大
学
院

人
文
科
学
研
究
院
、
東
洋
美
術
史
）よ
り
次
の
ご
教
示
を
得
た
。

① 

妙
義
寺
本
の
釈
迦
如
来
図
は
、《
苦
行
釈
迦
図
》（
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵
、図
1
）

の
図
像
を
参
照
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
。

②
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
本
は
、
高
麗
仏
画
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
（
1
）。

妙
義
寺
本
の
釈
迦
如
来
図
と
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
本
と
を
比
較
す
る
と
、
両
者
と

も
半
身
像
で
、
釈
迦
の
尊
容
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
た
め
、
本
稿
筆
者
も
井
手
氏
の
見
解

に
従
い
た
い
。

ま
た
、
妙
義
寺
本
の
施
入
者
が
長
門
の
大
寧
寺
の
関
翁
殊
門
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
改
め
て
着
目
す
る
と
、
高
麗
の
文
物
の
伝
播
に
関
し
て
、
他
に
も
興
味
深
い
事
例

が
あ
る
。
臺
信
祐
爾
「
慶
誾
寺
所
蔵
至
正
二
十
七
年
銘
白
紙
金
字
金
剛
般
若
波
羅
蜜

経
に
つ
い
て
」（『
大
和
文
華
』第
七
二
号　

高
麗
仏
画
特
輯
、
大
和
文
華
館
編
、
一
九

八
四
年
）に
よ
れ
ば
、
佐
賀
県
佐
賀
市
本
庄
町
大
字
鹿
子
に
所
在
す
る
慶
誾
寺
に
は
、

高
麗
王
朝
末
期
の
至
正
二
七
年（
一
三
六
七
）銘
を
持
つ「
白
紙
金
字
金
剛
般
若
波
羅

蜜
経
」が
伝
わ
る
。
こ
の
高
麗
写
経
は
、慶
長
五
〜
七
年（
一
六
〇
〇
〜
〇
二
）頃
に
、

長
門
の
大
寧
寺
第
一
六
世
の
安
叟
珠
養
か
ら
、
慶
誾
寺
第
三
世
の
文
応
全
藝
に
寄
進

さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
安
叟
珠
養
は
「
保
寧
の
雲
甫
」（
保
寧
山
瑠
璃
光
寺
第
九
世

の
雲
甫
永
岳
）
に
謁
し
、
そ
の
後
大
寧
寺
第
一
五
世
の
関
翁
殊
門
の
印
可
を
受
け
た

禅
僧
で
あ
る
。

図 1│　 《苦行釈迦図》（高麗時代、静嘉堂文庫美
術館蔵）静嘉堂文庫美術館イメージ
アーカイブ／ DNPartcom

妙義寺本のうち釈迦如来図（部分）
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二
─
二
　
十
六
羅
漢
図
の
図
像

妙
義
寺
本
の
十
六
羅
漢
図
の
図
像
は
、
い
わ
ゆ
る
禅
月
様
十
六
羅
漢
図
の
部
類
に

属
す
る
と
考
え
ら
れ
る（

2
）。
現
存
す
る
禅
月
様
十
六
羅
漢
図
の
作
例
と
し
て
は
、宮

内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
本（
中
国
五
代
〜
宋
時
代
）と
称
名
寺
本（
中
国
元
時
代
）が
夙
に

知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
他
に
も
、
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
の

日
本
で
は
、
雪
舟
筆
禅
月
様
十
六
羅
漢
図
の
図
像
・
描
法
を
基
盤
と
し
た
作
例
が
多

数
制
作
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
（
3
）、
具
体
的
に
は
雪
村
筆
の
伝
承
が
あ
る
早
雲
寺

本
、甫
舟
等
元
筆
の
来
迎
寺
本
、「
等
楊
」印
の
あ
る
如
法
寺
本
が
知
ら
れ
て
い
る
（
4
）。

こ
れ
ら
禅
月
様
十
六
羅
漢
図
を
見
比
べ
る
と
、
尊
者
名
に
対
し
て
ど
の
図
像
が
あ

て
ら
れ
て
い
る
の
か（
尊
者
名
と
図
像
と
の
対
応
関
係
）は
、
必
ず
し
も
共
通
し
て
い

な
い
。
最
も
制
作
年
代
が
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
宮
内
庁
本
の
各
図
像
を
A
〜
P

と
名
付
け
た
上
で（
図
2
〜
5
）、
そ
の
後
の
作
例
の
尊
者
名
と
図
像
と
の
対
応
を
整

理
す
る
と
別
表（
二
五
頁
）の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
宮
内
庁
本
に
な
い
妙
義
寺
本
の

図
像
は
Q
と
名
付
け
た
。

こ
う
し
て
別
表
を
作
成
し
て
み
る
と
、
妙
義
寺
本
の
図
像
の
多
く
は
、
そ
の
淵
源

を
宮
内
庁
本
と
称
名
寺
本
の
図
像
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
妙
義
寺
本
で

は
尊
者
の
上
半
身
の
み
を
切
り
抜
き
、
半
身
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
一

つ
の
特
色
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
半
身
像
で
描
か
れ
た
理
由
は
、
先
述
し
た
釈

迦
如
来
図
の
半
身
像
に
合
わ
せ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
妙
義
寺
本
の
各
図
像
の
う
ち
、
第
十
二
尊
者
図
の
Q（
一
二
頁
図
版
）と
第

十
五
尊
者
図
の
A’（
一
四
頁
図
版
）は
、
宮
内
庁
本
や
称
名
寺
本
と
は
違
う
特
徴
的
な

図
像
と
思
わ
れ
る
た
め
、
詳
細
を
記
し
た
い
。

妙
義
寺
本
の
第
十
二
尊
者
図
の
Q
は
、
尊
者
が
顔
を
少
し
下
へ
傾
け
、
片
方
の
手

図 3│　 伝貫休筆《十六羅漢図》（中国五代
～宋時代、宮内庁三の丸尚蔵館
蔵、重要文化財）のうち第五尊者　
Ｅ

図 4│　 伝貫休筆《十六羅漢図》（中国五代
～宋時代、宮内庁三の丸尚蔵館
蔵、重要文化財）のうち第十四尊
者　Ｎ

図 5│　 伝貫休筆《十六羅漢図》（中国五代
～宋時代、宮内庁三の丸尚蔵館
蔵、重要文化財）のうち第十五尊
者　Ｏ

図 2│　 伝貫休筆《十六羅漢図》（中国五代
～宋時代、宮内庁三の丸尚蔵館
蔵、重要文化財）のうち第一尊者　
Ａ
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で
経
冊
を
持
ち
、
も
う
片
方
の
手
を
持
ち
上
げ
て
親
指
と
中
指
を
合
わ
せ
る
と
い
う

図
像
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、こ
れ
と
類
似
す
る
図
像
が
、《
探
幽
縮
図
》の
中
に

伝
雪
舟
筆
禅
月
様
羅
漢
図
の
一
つ
と
し
て
写
し
取
ら
れ
て
い
る
（
5
）。
さ
ら
に
蔡
山
李

詡
筆《
十
六
羅
漢
図
》（
元
時
代
、
花
園
大
学
歴
史
博
物
館
蔵
）の
第
十
一
尊
者
の
図
像

（
図
6
）
と
妙
義
寺
本
の
第
十
二
尊
者
の
Q
を
比
較
す
る
と
、
体
の
向
き
や
手
の
位
置

等
は
違
う
も
の
の
、
経
冊
を
持
ち
顔
を
下
へ
傾
け
る
と
い
う
姿
態
や
、
親
指
と
中
指

を
合
わ
せ
る
特
徴
的
な
指
の
形
は
共
通
す
る
（
6
）。
近
年
、
雪
舟
の
道
釈
人
物
画
が
中

図 6│　 蔡山李詡筆《十六羅漢図》（元時代、
花園大学歴史博物館蔵）のうち第
十一尊者図

妙義寺本のうち第十二尊者図　Q

宮内庁本 称名寺本 早雲寺本 来迎寺本 如法寺本 妙義寺本

第一尊者 A A E

第二尊者 B B B B I

第三尊者 C C C G

第四尊者 D D D D

第五尊者 E E E’ E’ C’

第六尊者 F F F F

第七尊者 G G G’ G’ O

第八尊者 H H H L

第九尊者 I I I I H’

第十尊者 J J P

第十一尊者 K K’ K’ M

第十二尊者 L L L Q

第十三尊者 M M M M K’

第十四尊者 N N B

第十五尊者 O O O O A’

第十六尊者 P P P N

別表│　禅月様十六羅漢図における尊者名と図像との対応関係

※ 宮内庁本の各図像をＡ～Ｐとした上で、近似の図像を同じアルファベットで示した。同系統の図像であって
も、尊者の姿態や持物に少なからぬ違いが確認できるものには ’ をつけた。

※ 各作例の尊者名と図像との対応関係については、画面や表具等に尊者名が記される場合にはそれに従った。
尊者名が記されていない場合は、便宜上、宮内庁本における図像と尊者名との対応関係に合わせた。

※宮内庁本にはない妙義寺本の図像はQと名付けた。現存しないものは ／ で表した。
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国
元
時
代
の
蔡
山
筆
の
羅
漢
図
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
7
）。

妙
義
寺
本
の
第
十
二
尊
者
図
Q
も
、
蔡
山
か
ら
雪
舟
へ
、
さ
ら
に
雪
舟
か
ら
雪
舟
の

弟
子
あ
る
い
は
孫
弟
子（
以
下「
雪
舟
流
画
人
」と
記
す
）へ
と
図
像
が
受
け
継
が
れ
、

多
少
の
改
変
が
な
さ
れ
る
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

8
）。

妙
義
寺
本
の
第
十
五
尊
者
図
の
A’
は
、
尊
者
が
胸
の
前
で
右
手
を
上
、
左
手
を
下

に
両
手
を
交
差
さ
せ
、
左
手
に
竹
杖
を
握
っ
て
右
肩
に
立
て
か
け
る
と
い
う
図
像
で

あ
る
。
先
の
Q
と
同
じ
く
、《
探
幽
縮
図
》に
は
A’
と
類
似
す
る
図
像
が
伝
雪
舟
筆
禅

月
様
羅
漢
図
の
一
つ
と
し
て
写
し
取
ら
れ
て
お
り
（
9
）、
A’
も
雪
舟
か
ら
雪
舟
流
画
人

へ
と
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

三
　
作
者
と
賛
者
の
推
定

妙
義
寺
本
の
作
者
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
妙
義
寺
本

の
図
像
は
雪
舟
流
画
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
高

い
。
さ
ら
に
、
妙
義
寺
本
は
描
法
に
お
い
て
も
雪
舟
流
画
人
の
特
徴
を
持
つ
と
考
え

ら
れ
る
。
例
え
ば
尊
者
た
ち
の
衣
文
線
は
、
ま
ず
淡
墨
線
で
描
き
お
こ
さ
れ
、
そ
の

上
か
ら
太
い
濃
墨
線
が
引
き
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

特
徴
は
、
か
つ
て
赤
澤
英
二
氏
が
甫
舟
等
元（
雪
舟
流
画
人
）筆
の
来
迎
寺
本
の
特
徴

と
し
て
指
摘
し
て
お
り
（
10
）、
他
に
も
雪
舟
の
直
弟
子
と
し
て
著
名
な
如
水
宗
淵
筆
の

《
跋
陀
婆
羅
尊
者
像
》（
室
町
時
代
、円
覚
寺
蔵
、重
要
文
化
財
）等
に
も
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
妙
義
寺
本
第
十
六
尊
者
N
の
岩
窟
に
も
、
雪
舟
画
に
倣
っ
た
描
法
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
作
者
は
一
六
世
紀
の
雪
舟
流
画
人
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
妙
義
寺
文
書
に
よ
れ
ば
、
妙
義
寺
本
の
施
入
は
天
正
一
二
年（
一
五
八
四
）の
可
能

性
が
あ
る
た
め（
本
紀
要
の
中
司
氏
論
考
参
照
）、
制
作
年
代
は
天
正
一
二
年
以
前
の

一
六
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
と
想
定
し
て
お
き
た
い
。

次
に
、
妙
義
寺
本
の
賛
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
賛
に
は
、
賛
者
の
署
名
と
し
て

「
雲
甫
叟
」あ
る
い
は「
艮
止
叟
」と
の
墨
書
が
あ
る
が
、落
款
印
は
一
七
幅
全
て
同
じ

で
あ
る
た
め
、
お
そ
ら
く
全
て
同
一
人
物
に
よ
る
賛
で
あ
ろ
う
。
賛
の
冒
頭
に
は
、

「
艮
止
」朱
文
重
廓
長
方
印（
図
7
）が
捺
さ
れ
、
署
名
部
分
に
も
朱
文
重
廓
方
印（
図

8
）が
あ
る
が
、
後
者
の
印
文
は
判
読
で
き
て
い
な
い
。

「
雲
甫

4

4

」に
つ
い
て
、『
防
長
寺
社
由
来 

第
三
巻
』（
山
口
県
文
書
館
、
一
九
八
三
年
）

の
二
三
七
〜
二
四
一
頁
、
二
五
三
〜
二
六
〇
頁
、
四
三
二
頁
に
よ
れ
ば
、
保
寧
山
瑠

璃
光
寺
第
九
世
に「
雲
甫

4

4

永
岳
」（
?
〜
一
五
九
八
）が
お
り
、こ
の
禅
僧
は
周
防
の
仁

保
の
源
久
寺
、
養
徳
院
、
法
雲
寺
な
ど
、
瑠

璃
光
寺
の
末
寺
の
住
職
も
務
め
て
い
た
ら
し

い
。
例
え
ば
、
養
徳
院
第
四
世
に
雲
甫
永
岳

の
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

次
に「
艮
止

4

4

」に
つ
い
て
は
、
養
徳
院
の
山

号
が「
仏
艮4

山
」で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た

い
。「
艮
」と
い
う
の
は
八
卦
の
一
つ
で
あ
り
、

丑
寅
、
つ
ま
り
北
東
の
方
角
を
意
味
し
、
卦

徳
は
「
止
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
養
徳
院
は
、

本
寺
で
あ
る
瑠
璃
光
寺
か
ら
み
て
北
東
の
方

角
に
位
置
し
て
い
た
た
め
に
、「
仏
艮
山
」と

図 7│　 「艮止」朱文重廓長方印（妙義寺本第三尊者図より）図 8│　署名部分の朱文重廓方印（妙義寺本第三尊者図より）
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名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
事
柄
を
鑑
み
れ
ば
、
妙
義
寺
本
の
賛
者「
雲
甫
」「
艮
止
」は
、
保
寧
山
瑠

璃
光
寺
第
九
世
の
雲
甫
永
岳
と
同
一
人
物
で
あ
り
、妙
義
寺
本
の
賛
は
雲
甫
永
岳
が
仏

艮
山
養
徳
院
に
い
た
と
き
に
記
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
、
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
明
治
三
年（
一
八
七
〇
）に
は
養
徳
院
、
法
雲
寺
、
光
明
寺
の
三
寺
が
合
併

し
、
現
在
は
福
壽
山
法
雲
院
と
さ
れ
て
い
る
。

四
　
模
写
作
品
・
類
例
作
品
の
概
要

妙
義
寺
は
多
く
の
末
寺
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
び
の
調

査
に
よ
り
、
か
つ
て
妙
義
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
寺
院
の
う
ち
、
益
田
市
梅
月
町
の
聖

清
寺
と
益
田
市
安
富
町
の
養
光
寺
に
、
妙
義
寺
本
の
模
写
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
浜
田
市
長
浜
の
訂
心
寺（
曹
洞
宗
）に
は
、
妙
義
寺
本
と
類
似

の
図
像
で
描
か
れ
た
作
例
が
見
出
さ
れ
た
。
本
節
で
は
こ
れ
ら
の
模
写
作
品
・
類
例

作
品
に
つ
い
て
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

聖
清
寺
本（
図
9
）は
紙
本
著
色
の
全
一
六
幅
の
軸
装
作
品
で
、
本
紙
の
法
量
は
各

縦
六
一
・
三
㎝
×
横
三
四
・
一
㎝
で
あ
る
。
釈
迦
如
来
図
を
欠
き
、
各
幅
に
十
六
羅

漢
の
尊
者
た
ち
を
一
人
ず
つ
描
き
、
画
面
上
部
に
賛
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
制
作
年

代
は
不
明
で
あ
る
が
、
表
具
金
具
の
軸
首
は
蓮
華
文
金
鍍
金
金
軸
で
、
現
状
の
妙
義

寺
本
の
軸
首
と
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
聖
清
寺
本
は
延
宝
二
年
（
一

六
七
四
）
の
妙
義
寺
本
の
修
復
に
合
わ
せ
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
収
納
箱

の
底
に
は「
明
和
五
戊
子
四
月
日
╱
聖
清
寺
什
物
╱
大
暁
代
表
具
」（ 

╱ 

は
改
行
を
示

す
。
以
下
同
様
）
と
墨
書
さ

れ
て
い
る
た
め
、
表
具
は
明

和
五
年（
一
七
六
八
）に
仕
立

て
直
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る

が
、
軸
首
は
当
初
の
も
の
が

再
利
用
さ
れ
て
今
に
至
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

養
光
寺
本（
図
10
）は
紙
本

著
色
の
全
一
六
幅
の
軸
装
作

品
で
、
本
紙
の
法
量
は
各
縦

六
〇
・
八
㎝
×
横
三
二
・
一
㎝

で
あ
る
。
釈
迦
如
来
図
を
欠
き
、
各
幅
に
十
六
羅
漢
の
尊
者
た
ち
を
一
人
ず
つ
描
き
、

画
面
上
部
に
は
賛
も
写
さ
れ
て
い
る
。
各
幅
の
画
面
に
は
、
尊
者
の
袈
裟
部
分
に
彩

色
に
関
す
る
墨
書
が
散
見
さ
れ
、
他
に
も「
右
ノ
一
」と
い
っ
た
軸
の
配
置
番
号
の
裏

書
な
ど
も
見
え
る
た
め
、
本
来
は
粉
本
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。
収
納
箱
に
は
「
安
政
六
未
年
╱
十
六
羅
漢
尊
画
像
╱
二
松
山
養
光
寺
常

什
物
╱
廿
一
世
天
瑞
叟
代
調
之
╱
三
月
大
吉
日
」
と
の
墨
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
各
軸
の
裏
に
は
「
功
徳
主　

大
石
熊
一
╱
昭
和
五
十
八
年
六
月
現
住
二
十
五
世

代
表
具
仕
替
」
と
の
墨
書
が
あ
り
、
そ
の
横
に
は
各
幅
の
表
具
の
施
主
が
記
さ
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
、
養
光
寺
本
は
安
政
六
年（
一
八
五
九
）に
制
作
さ
れ
、
昭
和
五
八
年

（
一
九
八
三
）に
表
具
が
仕
立
て
直
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

訂
心
寺
本（
図
11
）は
紙
本
著
色
の
全
一
八
幅
の
軸
装
作
品
で
、
本
紙
の
法
量
は
各

縦
四
四
・
五
㎝
×
横
三
〇
・
五
㎝
で
あ
る
。
釈
迦
如
来
を
欠
き
、
各
幅
に
摩
訶
迦
葉

図 10│　 《十六羅漢図》（一八五九年、益
田市・養光寺蔵）のうち第十二
尊者図

図 9│　 《十六羅漢図》（一七世紀後半、益田
市・聖清寺蔵）のうち第十五尊者図
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こ
れ
ら
の
墨
書
に
よ
れ
ば
、
訂
心

寺
本
は
嘉
吉
三
年（
一
四
四
三
）、佳

木
筆
と
伝
わ
る
の
だ
が
、
そ
こ
ま
で

制
作
年
代
が
上
が
る
と
現
時
点
で

は
判
断
で
き
ず
、「
佳
木
」に
つ
い
て

も
不
詳
で
あ
る
。
訂
心
寺
本
は
妙
義

寺
本
よ
り
も
後
の
作
で
、
妙
義
寺
本

の
よ
う
な
図
像
が
益
田
近
隣
の
寺

院
に
伝
播
す
る
中
で
制
作
さ
れ
た
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
訂

心
寺
本
は
、
享
保
五
年（
一
七
二
〇
）

に
は
十
六
羅
漢
図
の
う
ち
五
幅
が
失

わ
れ
、
表
具
を
改
め
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
後
の
明
和
六
年（
一
七
六
九
）に

は「
利
信
」が
、
享
保
五
年
に
失
わ
れ

た
五
幅
を
補
作
し
、
新
た
に
「
中
尊

三
幅
」
を
も
制
作
し
た
。
そ
し
て
そ

の
際
に
、
全
一
九
幅
の
表
具
が
新
調
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、「
利
信
」に
つ
い

て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

訂
心
寺
本
の
現
状
を
確
認
す
れ
ば
、「
中
尊
三
幅
」の
う
ち
釈
迦
如
来
図
の
所
在
は

不
明
だ
が
、摩
訶
迦
葉
尊
者（
図
12
）と
阿
難
尊
者（
図
13
）の
二
幅
が
現
存
す
る
。
さ

ら
に
十
六
羅
漢
図
の
う
ち
第
一
尊
者
、
第
六
尊
者
、
第
七
尊
者
、
第
十
尊
者
、
第
十

四
尊
者
の
計
五
幅
が
明
和
六
年
の「
利
信
」に
よ
る
補
作
で
、
そ
れ
以
外
は
当
初
の
作

尊
者
、
阿
難
尊
者
、
十
六

羅
漢
の
尊
者
た
ち
を
一
人

ず
つ
描
く
。
全
幅
が
上
半

身
の
み
を
描
く
半
身
像
で

あ
る
。
た
だ
し
、
粗
本
の

写
し
崩
れ
に
よ
り
、
不
自

然
な
描
写
や
稚
拙
な
表
現

が
散
見
さ
れ
る
。

訂
心
寺
本
に
お
け
る
尊

名
と
図
像
と
の
対
応
関
係
は
、
妙
義
寺
本
と
の
相
違
が
確
認
さ
れ
る
。
別
表
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
訂
心
寺
本
の
尊
名
と
図
像
と
の
対
応
関
係
を
示
せ
ば
、
第
一
尊
者
は

G’
、
第
二
尊
者
は
F
、
第
三
尊
者
は
H’
、
第
四
尊
者
は
N
、
第
五
尊
者
は
M
、
第
六

尊
者
は
P
、
第
七
尊
者
は
A’
、
第
八
尊
者
は
B
、
第
九
尊
者
は
L
、
第
十
尊
者
は

C’
、
第
十
一
尊
者
は
O
、
第
十
二
尊
者
は
D
、
第
十
三
尊
者
は
I
、
第
十
四
尊
者
は

Q
、
第
十
五
尊
者
は
E
、
第
十
六
尊
者
は
K
と
な
る
。

第
十
尊
者
の
軸
裏
に
は
、「
中
尊
共
十
九
幅
之
╱
石
陽
那
賀
郡
松
平
周
防
守
領
長
濱

村
╱
龍
嶽
山
訂
心
禪
寺
什
物　

現
住
天
柱
翠
叟
╱
代
╱
十
六
羅
漢
之
内
五
幅
悉
失　

享
保
五
□
庚
子
秋
表
具
改
」（
□
は
未
判
読
）、「
十
六
羅
漢
尊
像　

嘉
吉
三
癸
亥　

佳

木
筆
╱
從
嘉
吉
三
癸
亥
至
明
和
六
己
丑
歳
╱
三
百
二
十
五
年
歟
」、「
訂
心
什
物
佳
木

筆
嘉
吉
三
癸
亥
画
之
」
と
墨
書
さ
れ
た
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
十
六
尊

者
の
軸
裏
に
も
、「
十
六
羅
漢
之
内
五
幅
╱
中
尊
三
幅　

共
八
幅　

利
信
畫
焉
╱
都
合

十
九
幅
表
具
改
置
╱
時
維
明
和
六
己
丑
歳
╱
訂
心
現
住
孚
仙
叟
代
」
と
墨
書
さ
れ
た

紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

図 11│　 《十六羅漢図》（制作年代不詳、浜田市・
訂心寺蔵）のうち第四尊者図　Ｎ

図 12│　 《十六羅漢図》（一七六九年補作、浜田市・
訂心寺蔵）のうち摩訶迦葉尊者図

図 13│　 《十六羅漢図》（一七六九年補作、浜田
市・訂心寺蔵）のうち阿難尊者図
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と
判
断
さ
れ
る
。

訂
心
寺
本
の
明
和
六
年
補
作
分
の
う
ち
、
第
七
尊
者（
図
14
）と
第
一
四
尊
者（
図

15
）
に
つ
い
て
は
、
妙
義
寺
本
で
い
う
第
十
五
尊
者
の
A’
と
第
十
二
尊
者
の
Q
と
同

じ
図
像
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
図
像
は
妙
義
寺
本
の
特
徴
的
な

図
像
で
あ
る
た
め
、
少
な
く
と
も
明
和
六
年
の
補
作
分
は
妙
義
寺
本
そ
の
も
の
を
参

照
し
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
ま
と
め
に
か
え
て
、
本
稿
で
考
察
・
推
測
し
た
事
柄
を
、
時
系
列
に
沿
っ

て
簡
単
に
整
理
し
直
し
て
お
き
た
い
。

一
六
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
長
門
の
大
寧
寺
に
は
高
麗
仏
画
の
図
像
や

高
麗
写
経
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
雪
舟
の
弟
子
あ
る
い
は
孫
弟
子
た
ち
は

雪
舟
を
介
し
て
、旧
来
の
禅
月
様
羅
漢
図
や
中
国
元
時
代
の
蔡
山
筆
羅
漢
図
の
図
像
・

描
法
を
受
け
継
ぎ
、
独
特
の
十
六
羅
漢
図
を
制
作
し
て
い
た
。

妙
義
寺
本
の
作
者
で
あ
る
雪
舟
流
画
人
は
、
妙
義
寺
本
の
本
尊
の
釈
迦
如
来
図
を

描
く
に
あ
た
り
、《
苦
行
釈
迦
図
》（
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵
）の
よ
う
な
高
麗
仏
画
の

図
像
を
参
照
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
十
六
羅
漢
図
を
描
く
際
に
は
、
雪
舟
流

画
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
、
禅
月
様
十
六
羅
漢
図
や
蔡
山
筆
羅
漢
図
の
図
像
を

参
照
し
つ
つ
、
本
尊
の
釈
迦
如
来
図
に
合
わ
せ
て
半
身
像
と
し
た
。

こ
う
し
て
完
成
し
た
妙
義
寺
本
は
、
天
正
一
二
年（
一
五
八
四
）に
大
寧
寺
第
一
五

世
の
関
翁
殊
門
に
よ
っ
て
妙
義
寺
へ
施
入
さ
れ
た
。施
入
前
後
の
ど
こ
か
の
時
点
で
、

保
寧
山
瑠
璃
光
寺
の
末
寺
・
仏
艮
山
養
徳
院
に
い
た
雲
甫
永
岳
が
、「
雲
甫
」
と
「
艮

止
」の
落
款
を
用
い
て
、
妙
義
寺
本
へ
賛
を
記
し
た
。

妙
義
寺
本
が
施
入
さ
れ
て
か
ら
約
九
〇
年
後
、
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）に
は
、
妙

義
寺
の
来
応
盤
撮
が
中
心
と
な
っ
て
妙
義
寺
本
の
表
具
が
仕
立
て
直
さ
れ
た
。
そ
の

際
に
妙
義
寺
本
の
模
写
が
制
作
さ
れ
、
妙
義
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
聖
清
寺
へ
施
入
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
安
政
六
年（
一
八
五
九
）に
も
妙
義
寺
本
が
模
写
さ
れ
、
か
つ
て
妙

義
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
養
光
寺
へ
施
入
さ
れ
た
。

一
方
、
浜
田
の
長
浜
に
所
在
す
る
訂
心
寺
で
も
、
妙
義
寺
本
に
類
似
す
る
図
像
で

図 14│　 《十六羅漢図》（一七六九年補作、浜田
市・訂心寺蔵）のうち第七尊者図　Ａ’

図 15│　 《十六羅漢図》（一七六九年補作、浜田
市・訂心寺蔵）のうち第十四尊者図　
Q
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訂
心
寺
本
が
制
作
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
五
幅
が
享
保
五
年（
一
七
二
〇
）に
失
わ
れ

た
。
し
か
し
明
和
六
年（
一
七
六
九
）に
は
、「
利
信
」が
妙
義
寺
本
の
図
像
を
参
照
し

て
損
失
分
五
幅
を
補
作
し
、
合
わ
せ
て
中
尊
三
幅
（
釈
迦
如
来
図
、
摩
訶
迦
葉
尊
者

図
、阿
難
尊
者
図
）も
制
作
し
て
一
具
と
し
た（
現
在
、釈
迦
如
来
図
の
所
在
は
不
明
）。

管
見
の
限
り
で
は
、
一
六
世
紀
の
雪
舟
流
画
人
に
よ
る
禅
月
様
十
六
羅
漢
図
は
現

存
数
が
少
な
く
、
現
存
し
て
い
て
も
全
幅
残
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し

か
し
、
妙
義
寺
本
は
釈
迦
如
来
図
も
含
め
て
全
幅
が
現
存
す
る
。
さ
ら
に
、《
探
幽
縮

図
》
内
の
伝
雪
舟
筆
禅
月
様
羅
漢
図
の
図
像
を
は
じ
め
、
高
麗
仏
画
や
元
代
の
蔡
山

筆
羅
漢
図
と
の
関
連
性
も
う
か
が
わ
れ
る
点
で
、
妙
義
寺
本
は
重
要
な
作
例
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
来
歴
等
に
関
す
る
有
益
な
情
報
も
多
数
有
し
て
お
り
、
妙
義
寺
と
他

寺
院（
大
寧
寺
や
末
寺
等
）と
の
関
係
性
を
物
語
っ
て
い
る
点
で
も
、
貴
重
な
作
例
で

あ
る
。

本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
妙
義
寺
本
の
歴
史
学
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
本

紀
要
の
中
司
健
一
氏
の
論
考
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、合
わ
せ
て
参
照
願
い
た
い
。

 

（
島
根
県
立
石
見
美
術
館　

学
芸
員
）

註（
1
） こ
こ
で
「
可
能
性
が
高
い
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
有
賀
祥
隆
氏
が
、
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
本
を
中
国
元
時
代
の
作
と

す
る
説
を
提
示
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。『
仏
教
の
美
術
』（
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
、一
九
九
九
年
）の
九
九
頁
の
作
品
解
説
参
照
。

ま
た
、
井
手
誠
之
輔
氏
か
ら
は
、
後
述
の
臺
信
祐
爾
氏
の
論
考
に
つ
い
て
も
ご
教
示
を
得
た
。

（
2
） 禅
月
様
十
六
羅
漢
図
に
つ
い
て
は
、宮
崎
法
子「
伝
奝
然
将
来
十
六
羅
漢
図
考
」（『
鈴
木
敬
先
生
還
暦
記
念
中
国
絵
画
史
論
集
』、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）、
高
崎
富
士
彦『
日
本
の
美
術　

№
2
3
4　

羅
漢
図
』（
至
文
堂
、
一
九
八
五
年
）、『
阿
羅
漢
』

（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）、
陳
階
晋「
乾
隆
南
巡
と
聖
因
寺
貫
休
十
六
羅
漢
図
」（『
美
術
史
論
集
』一
三
、
神
戸

大
学
美
術
史
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
）な
ど
を
参
照
。

（
3
） 『
等
伯
画
説
』に
も「
一　

禅
月
大
師
ト
云
ハ
人
形
書
上
筆
ノ
内
也　

雪
舟
十
六
羅
漢
ハ
禅
月
之
ヤ
ウ
也
ト
」、「
一　

禅
月
大
師

人
形
書
也　

雪
舟
ノ
人
形
ニ
禅
月
ヤ
ウ
多
有
之
」と
あ
る
。

（
4
） 赤
澤
英
二「
甫
舟
等
元
筆
禅
月
様
羅
漢
図
に
つ
い
て
」（『
造
形
芸
術
学
・
演
劇
学 

: 

東
京
学
芸
大
学
造
形
芸
術
学
・
演
劇
学
講

座
研
究
紀
要
』、
東
京
学
芸
大
学
、
一
九
九
八
年
）、
梅
沢
恵「
羅
漢
図
に
お
け
る「
生
身
」性
と
そ
の
受
容
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』一

二
二
、
二
〇
〇
九
年
）参
照
。

（
5
） 赤
澤
英
二
氏
の
前
掲
書
注
4
の
六
〜
七
頁
に
は
、《
探
幽
縮
図
》内
の
伝
雪
舟
筆
禅
月
様
羅
漢
図
の
第
一
尊
者
、
第
七
尊
者
、
第

十
尊
者
、
第
十
三
尊
者
が
モ
ノ
ク
ロ
図
版
で
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
第
十
尊
者
の
図
像
が
、
妙
義
寺
本
の
第
十
二
尊
者
の
Q

と
類
似
す
る
。

（
6
） 花
園
大
学
歴
史
博
物
館
本
に
つ
い
て
は
、福
島
恒
徳「
本
学
所
蔵
蔡
山
李
詡
筆
十
六
羅
漢
図
」（『
花
園
大
学
歴
史
博
物
館
図
録
』、

花
園
大
学
歴
史
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年
）、『
宋
元
仏
画 

： 

開
館
四
〇
周
年
記
念
特
別
展
』（
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
、
二
〇
〇

七
年
）
参
照
。
ま
た
、
妙
義
寺
本
の
第
十
二
尊
者
の
Q
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
他
の
図
像
と
し
て
、
高
台
寺
所
蔵
の
《
十
六
羅

漢
図
》（
重
要
文
化
財
）の
う
ち
、
右
手
に
霊
芝
を
持
つ
尊
者
が
、
左
手
を
持
ち
上
げ
て
親
指
と
中
指
を
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に

も
注
意
し
た
い
。

（
7
） 荏
開
津
通
彦
編
『
雪
舟
の
仏
画
』（
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
タ
ウ
ン
・
ヤ
マ
グ
チ
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。
こ
の
他
、
雪

舟
の
道
釈
人
物
画
に
つ
い
て
は
、
内
山
か
お
る「
雪
舟
筆「
慧
可
断
臂
図
」を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
美
術
史
の
水
脈
』、
ぺ
り
か
ん

社
、
一
九
九
三
年
）、
福
島
恒
徳「
雪
舟
の
道
釈
画
に
つ
い
て
」（『
花
園
史
学
』二
四
、
花
園
大
学
史
学
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
福

島
恒
徳「
誰
が
雪
舟
を
画
聖
に
し
て
来
た（
い
る
）の
か
?
―
画
聖
神
話
を
め
ぐ
る
近
年
の
研
究
動
向
と
今
後
の
課
題
」（『
美
術

史
論
集
』九
、
神
戸
大
学
美
術
史
研
究
会
、
二
〇
〇
九
年
）、
荏
開
津
通
彦「
雪
舟
と
道
釈
画
」（『
禅
文
化
』二
五
七
、
禅
文
化
研

究
所
、
二
〇
二
〇
年
）な
ど
を
参
照
。

（
8
） 室
町
時
代
の
雪
舟
流
画
人
に
つ
い
て
は
、
福
島
恒
徳
編『
室
町
時
代
の
雪
舟
流
』（
山
口
県
立
美
術
館
、
一
九
九
三
年
）参
照
。

（
9
） 注
5
と
同
じ
く
、赤
澤
英
二
氏
前
掲
書
注
4
の
六
〜
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る《
探
幽
縮
図
》内
の
伝
雪
舟
筆
禅
月
様
羅
漢
図
の

う
ち
、
第
一
尊
者
の
図
像
が
妙
義
寺
本
の
第
十
五
尊
者
A’
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
詳
述
す
る
準
備
は
な
い
が
、
陳
階
晋
氏
の
前

掲
書
注
2
を
参
照
す
る
と
、
丁
観
鵬
《
貫
休
十
六
応
真
像
》（
清
時
代
、
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
）
な
ど
の
西
湖
聖
因
寺
本
の
模
写

作
例
に
も
、
妙
義
寺
本
の
第
十
二
尊
者
の
Q
と
第
十
五
尊
者
の
A’
に
類
似
す
る
図
像
が
確
認
さ
れ
る
。

（
10
） 赤
澤
英
二
氏
の
前
掲
書
注
4
を
参
照
。
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は
じ
め
に

本
書
所
収
の
角
野
論
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
益
田
市
七
尾
町
の
曹
洞
宗
妙
義
寺

が
所
蔵
す
る
釈
迦
十
六
羅
漢
図
は
美
術
史
上
、き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。

一
方
、
そ
の
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
本
稿
で
は
妙
義
寺

釈
迦
十
六
羅
漢
図
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
記
す
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
出
典
を

示
す
に
あ
た
り
、『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
第
二
十
二　

益
田
家
文
書
』及
び『
中
世

益
田
・
益
田
氏
関
係
史
料
集
』
所
収
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
整
理
番
号

を
付
し
て「
益
田
家
」○
号
、『
中
世
益
田
』○
号
の
よ
う
に
略
し
て
記
す
。

一
　
妙
義
寺
の
中
世
史

妙
義
寺
の
創
建
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
一
方
、
妙
義
寺
は
中
世
の
も
の
を
含
め

古
文
書
を
多
く
所
蔵
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
従
来
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ

妙
義
寺
釈
迦
十
六
羅
漢
図
の
歴
史
的
背
景

中
司
健
一

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
妙
義
寺
に
伝
わ
る
由
緒
書
と
中
世
文
書
か
ら
、
創
建

か
ら
江
戸
時
代
初
頭
ま
で
の
妙
義
寺
の
歴
史
を
見
て
み
た
い
。
や
や
長
い
が
、
由
緒

書
の
全
文
を
紹
介
す
る
。

こ
の
由
緒
書
は
、
寛
文
二
年（
一
六
六
二
）に
妙
義
寺
住
持
の
盤
撮
が
長
門
国
深
川

の
大
寧
寺
の
住
持
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
中
世
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一

次
史
料
で
は
な
い
。
一
方
で
、
中
世
文
書
等
を
引
用
し
て
お
り
、
こ
こ
で
し
か
見
ら

れ
な
い
内
容
も
あ
る
。
中
世
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
の
妙
義
寺
文
書
の
正
文
や
益

田
家
文
書
な
ど
の
同
時
代
史
料
か
ら
そ
の
検
証
を
試
み
た
い
。

な
お
、
便
宜
の
た
め
、
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
仮
番
号
を
振
っ
て
い
る
の
で
、

言
及
に
あ
た
っ
て
は
、
史
料
1（
1
）の
よ
う
に
示
す
。

　
　

　
【
史
料
1
】　

妙
義
寺
由
緒
書
上（
竪
継
紙
。
◆
は
読
め
な
い
文
字
）

　
　
「（
包
紙
ウ
ワ
書
）

掟
書
写
」

　
　
　
　
　

指
上
申
一
札
之
事

　
﹇）

1
（

　

﹈我
寺
開
基
之
事
、石
陽
益
田
庄
御
神
本
前﹇　
　
　
　
　

﹈大
夫
越
州
大
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守
藤
原
朝
臣
国
兼
ゟ
当
十
三
代
秀
（
益
田
兼
家
）

兼
法
名
帯
幸
申
人
建
立
妙
義
寺
、
木
叟
和

尚
為
開
山
、
其
続
法
脈
住
持
十
代
余
、
是
他
派
也
、
然
後
益
田
家
当
二
十
三

代
越
中
守
藤
（
益
田
）兼

法
名
大
蘊
全
鼎
之
御
時
、
雲
州
之
尼
子
ヲ
毛
利
殿
ヨ
リ
退
治
被

成
之
時
、
越
中
守
御
供
被
成
、
永
々
対
陳
（
陣
、以
下
同
）

之
内
、
石
屋
派
之
親
長
老
参
禅
、

開
陳
之
後
、
藤
兼
禁
中
江
参
内
、
石
屋
門
戸
之
三
関
透
□
（
過
）之

御
輪
（
綸
、以
下
同
）

旨
頂
戴
、

大
蘊
全
鼎
者
勅
賜
号
也
、
其
御
輪
旨
益
田
家
ニ
于
今
有
之
事
候
、
又
大
蘊
全

鼎
者
、
建
立
妙
義
寺
、
寺
領
指
添
、
大
寧
寺
十
五
代
関（
珠
門
）翁

和
尚
被
進
而
為
中

興
、
其
身
成
再
開
基
、
関
翁
和
尚
法
度
書
越
云
、

■
）
2
（

　
　
　
　

妙
義
寺
幷
門
中
禁
法
之
事

一
二
祖
三
仏
忌
者
、
門
中
聚
会
当
寺
、
可
成
仏
事
、
世
人
諺
云
、
得
恩
不
報
恩

　

如
木
石
、

一
不
立
文
字
可
修
禅
道
、
古
人
云
、
文
字
是
魚
兎
筌
締
也
、

一
不
用
錦
帛
、
可
著
紙
衣
、
古
德
云
、
紙
衣
是
勝
錦
衣
、

一
莫
怠
朝
夜
勤
行
、
古
人
云
、
懈
怠
者
必
天
罰
之
相
也
、

一
不
可
在
家
夜
行
、
世
人
諺
云
、
夜
行
必
女
犯
之
相
也
、

一
不
用
（
可
脱
ヵ
）長

短
劔
、
世
人
諺
云
、
武
具
寵
愛
必
還
俗
之
基
也
、

一
不
可
高
歌
談
笑
、
古
人
云
、
縱
橫
無
碍
外
道
魔
軍
也
、

一
塔
中
衆
僧
可
励
掃
地
、
仏
曰
、
掃
地
必
有
五
種
徳
、

　
一
自
身
清
浄
、
二
令
他
身
清
浄
、
三
諸
天
歓
喜
、
四
无
病

　

快
楽
、
五
臨
終
時
無
身
苦
、

一
老
若
可
本
法
門
参
学
、
先
哲
曰
、
是
則
仏
祖
命
脈
列
祖
骨
髓
也
、

　

右
之
条
々
、
違
犯
之
輩
者
、
三
千
里
外
摘
楊
花
々
々
々
矣
、

　
　

旹
天
正
九
暦
辛
巳
姑（
三
月
）洗

吉
日　
　
　
　

 　
　

殊
梅
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
衛
門
佐
元（
益
田
）祥

在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越  

中  

守
藤
（
益
田
）兼

在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大  

寧  

寺
珠
（
関
翁
珠
門
）

門
在
判

　

如）
3
（

右
法
度
書
参
候
故
、
其
通
在
々
之
末
寺
へ
可
申
渡
之
旨
、
全
鼎
・
元
祥
父

子
ゟ
添
狀
如
後
、

一
）
4
（

波
田
・
澄
川
・
津
毛
・
丸
毛
、
其
外
在
々
、
已
上
十
五
ヶ
所
之
末
寺
へ
法
度

之
旨
可
被
仰
渡
、
今
度
従
大
寧
寺
禁
法
之
旨
致
承
知
候
、
勿
論
正
覚
院
・
耕

雲
軒
・
潬
庭
庵
之
儀
、
従
往
古
寺
家
敷
地
之
事
候
、
近
年
者
依
為
看
坊
持
、

任
存
分
之
様
候
、
於
向
後
ハ
、
尽
未
来
際
常
住
可
為
抱
分
候
、
然
上
者
、
勤

行
以
下
就
中
掃
地
等
者
、
常
住
塔
中
不
謂
老
若
、
不
残
可
罷
出
事
干
（
肝
）要

候
、

若
違
犯
輩
者
、
急
度
可
有
注
進
候
、
申
談
可
致
追
放
者
也
、

　
　
　

天
正
九
年
辛
巳
卯
月
四
日　
　
　
　
　

藤
兼
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

元
祥
在
判

　
　
　
　
　

珠（
安
叟
）養

　
　
　
　
　
　
　

侍
司
下

　
　
　
　
　

珠
梅

　

此）
5
（

十
五
ヶ
所
之
末
寺
与
御
座
候
ハ
、
上
波
田
之
円
福
寺
、
澄
川
ノ
自
徳
庵
、
津

毛
村
之
清
源
寺
・
久
光
庵
、
丸
毛
之
大
智
寺
、
木
部
ノ
東
伝
庵
、
津
田
之
観

音
寺
、
吉
田
之
西
福
寺
、
梅
月
ノ
聖
清
庵
、
又（
マ
マ
）駕

之
西
禅
寺
、
須
沽
（
マ
マ
）之

東
伝

院
、
安
富
金
□（
剛
ヵ
）寺

、
東
長
沢
永
沢
庵
、
西
長
沢
之
見
光
庵
、
馬
谷
之
宗
見
院
、

此
外
ニ
ハ
妙
義
寺
之
末
寺
一
ヶ
寺
も
無
之
候
、
右
之
十
五
ヶ
寺
ハ
皆
益
田
越

中
守
全
鼎
ノ
証
文
ニ
而
、
似
合
之
寺
領
御
着
置
被
成
候
故
、
于
今
無
断
絶
も
妙

義
寺
へ
末
寺
役
仕
候
事
、
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一
）
6
（

関
翁
和
尚
妙
義
寺
之
為
中
興
、
記
ニ
ハ
唐
涅
槃
像
・
十
六
羅
漢
・
鏧
一
口
・

御
位
牌
、
并
為
入
牌
料
銀
子
弐
百
文
目
被
遣
候
、
其
時
全
鼎
よ
り
書
物
云
、

一
）
7
（

大
寧
十
五
世
関
（
関
翁
珠
門
）

翁
大
和
尚
、
当
寺
可
為
中
興
之
通
申
談
候
之
処
、
則
御
位
牌

并
仏
具
以
下
調
被
遣
候
、
殊
為
入
牌
料
銀
子
弐
百
文
目
施
入
候
之
条
、
三
段

之
地
至
尽
未
来
際
令
寄
進
候
訖
、
仍
為
亀
鏡
一
筆
如
件
、

　
　
　
　
天
正
十
弐
年
申甲　
　
　
　
　
　
　
越
中
入
道

　
　
　
　
　

正
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　

全
（
益
田
藤
兼
）

鼎
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
衛
門
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元（益
田
）祥
在
判

　
　
　
　
　

妙
義
寺
当
住
黄
山
殊
梅
和
尚
代
寄
進﹇

一
）
8
（

天
下
権（
徳
川
家
康
）

現
様
之
成
御
代
、
御
国
替
之
後
、
当
国
御
蔵
入
ニ
被
仰
付
候
、
其
時

権
現
様
よ
り
、
寺
社
領
之
儀
ハ
先
旦
那
付
置
証
文
之
通
御
立
置
被
成
之
旨
被

仰
下
之
故
、
于
今
益
田
家
之
証
文
ニ
而
御
座
候
事
、

一
）
9
（

御
蔵
入
之
時
権
現
様
よ
り
当
国
之
御
代
官
ニ
竹
（
道
清
）村﹇　

　

﹈大
森
之
銀
山
ニ
被

仰
付
候
、
其
時
妙
義
寺
并
十
五
ヶ
所
之
末
寺
之
者
共
、
無
残
節
々
御
礼
申
上

候
、
或
ハ
自
身
遂
伺
出
、
或
ハ
連
状
ニ
而
御
礼
申
上
事
も
御
座
候
、
其
返
状

ニ
云
、

　

為）
10
（

年
頭
之
御
祝
儀
御
状
、殊
御
樽
被
懸
御﹇　
　

﹈遠
路
御
懇
、別
而
忝
存
候
、

其
許
御
無
事
候
由
、
珍
重
存
候
、
委
妙
義
寺
よ
り
の
御
使
僧
ニ
申
入
候
、
恐

惶
謹
言
、

　
　
　
　
　

正
月
十
四
日　
　
　
　
　

竹（
竹
村
道
清
）

丹
後
在
判

　
　
　
　
　

西
福
寺
・
金
剛
寺
・
東
伝
庵

　
　
　
　
　

西
禅
寺
・
久
香
庵
・
正
覚
院　

御
返
報

　

此）
11
（

内
ニ
も
久
光
庵
・
東
伝
庵
之
両
寺
を
ハ
龍
雲
寺
末
寺
与
被
申
候

　

へ
共
、
此
状
を
以
も
可
有
御
賢
察
候
、
此
外
数
多
御
座
候
へ
共
紛
失
仕
候
、

一
）
12
（

元
和
九
年
ニ
妙
義
寺
客
殿
四
方
之
雨
打
造
営
之﹇　
　
　
　
　
　

﹈

　

一
番　

西
福
寺　
　
　

二
々（
番
、以
下
同
）

　

東
伝
庵

　

三
　々

観
音
寺　
　
　

四
　々

清
源
寺

　

五
　々

見
光
庵　
　
　

六
　々

大
智
寺

　

七
　々

宗
見
庵　
　
　

八
　々

自
徳
庵

　

従
十
月
朔
日
正
月
迄
十
五
日
充
、
門
中
衆
𠑊
密
可
被
勤
者
也
、
右
前
従
本
寺

御
下
知
如
此
ニ
候
、

　
　
　

寛
永
十
四
夷
則
十
日　
　

妙 

悟 

寺
不
白
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
寧
使
僧
周
賢
判

　

是）
13
（

も
只
今
よ
り
ハ
四
代
以
前
之
御
改
ニ
而
候
、
其
後
誾
雄
長
老
制
法
講
之
帳

一
）
14
（

毎
月
当
十
八
日
懴
法
読
誦
之
事

　
　

自
徳
庵　
　

観
音
寺　
　

見
光
庵

　
　

清
源
寺　
　

東
伝
庵　
　

円
福
寺

　
　

金
剛
寺　
　

西
福
寺　
　

大
知
寺

　
　

宗
堅
院　
　

聖
清
庵　
　

正
覚
院

　

右
僧
徒
、
白
玉
井
合
充
之
、
以
◆
於
十
事
与
飯
并
一
汁
壱
菜
出
、
可
有
暁
了
、

但
水
辺
之
鳥
可
為
一
飲
者
也
、
夫
懴
法
之
初
頭
に
一
切
恭
敬
謂
者
、
是
観
音

三
昧
出
謂
也
、
昔
徒
仏
属
迦
葉
于
今
展
転
来
底
法
、
頗
皆
観
音
三
昧
花
、
凡

諸
般
之
仏
経
観
音
三
昧
之
外
余
、
無
剰
物
故
一
切
恭
敬
也
、
縦
雖
不
通
意
、

口
唱
仏
経
、
則
去
悪
心
得
善
心
、
然
而
其
国
其
郡
其
郷
其
村
、
構
一
寺
一
院

一
庵
一
軒
、
是
其
所
貴
賤
上
下
、
希
七
難
即
滅
七
福
則
生
、
祈
祷
之
浄
場
也
、
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依
茲
右
寺
院
庵
軒
之
僧
徒
嗜
僧
行
無
間
断
、
肚
々
唱
仏
経
、
不
乱
心
意
、
則

成
師
檀
長
盛
之
祈
祷
者
也
、

　
　
　
　

于
時
寛
永
十
七
辰庚
稔

　
　
　
　
　
　
　
　

新
正
日　
　
　
　

誾
雄
在
判

　

此）
15
（

外
雖
多
、
難
尽
筆
紙
候
、

　

如）
16
（

此
代
々
引
付
無
紛
、
末
寺
ニ
而
候
処
ニ
、
去
年
六
月
三
日
ニ
龍
雲
寺
よ
り

使
僧
指
越
、
大
智
寺
・
清
源
寺
・
東
伝
庵
・
観
音
寺
儀
者
、
龍
雲
寺
末
寺
無

紛
被
申
懸
候
故
、
弥
々
入
念
四
ヶ
寺
へ
代
々
之
様
子
相
尋
候
へ
ハ
、
四
ヶ
寺

共
ニ
妙
義
寺
末
寺
ニ
無
紛
通
、
書
物
仕
被
渡
候
間
、
其
写
し
仕
、
去
年
貴
寺

へ
進
之
置
申
候
、
能
々
御
覧
可
被
成
候
、
又
去
年
九
月
ニ
龍
雲
寺
よ
り
総
持

寺
之
御
状
を
浜
田
之
御
奉
行
中
へ
被
指
上
候
故
、
郡
奉
行
よ
り
木
部
村
・
津

田
村
・
津
毛
・
丸
毛
之
庄
屋
中
へ
寺
々
之
様
子
御
尋
被
成
候
へ
ハ
、
庄
屋
共

申
上
候
様
も
、
終
ニ
龍
雲
寺
為
末
寺
事
不
及
承
候
、
妙
義
寺
へ
末
寺
役
被
仕

候
事
ハ
、
慥
ニ
存
候
段
被
申
上
候
、
其
上
拙
僧
被
召
出
、
様
子
御
尋
被
成
候

故
、
代
々
引
付
証
文
懸
御
目
、
又
末
寺
ニ
も
書
物
処
々
証
人
之
判
形
御
家
老

中
御
奉
行
中
へ
懸
御
目
候
へ
ハ
、
被
入
御
念
御
覧
被
成
、
尤
之
由
被
仰
候
へ

共
、
寺
社
之
出
入
之
儀
ハ
、
此
方
ニ
而
相
済
申
事
難
成
由
被
仰
、
総
持
寺
へ

御
返
事
被
成
、
龍
雲
寺
へ
御
渡
し
被
成
候
、
其
返
状
云
、

一
）
17
（

去
ル
八
月
廿
三
日
之
御
状
龍
雲
寺
持
参
致
拝
見
候
、
然
ハ
当
国
三
隅
龍
雲
寺

と
益
田
ノ
妙
儀
（
マ
マ
）寺

と
末
寺
浄
（
マ
マ
）論

之
儀
於
爰
元
様
子
承
届
可
申
付
之
旨
被
仰
下

候
、
因
茲
双
方
召
出
候
処
、
自
両
方
証
文
共
出
し
被
申
候
へ
共
、
僧
侶
之
事

御
座
候
へ
ハ
、
合
点
不
参
候
、
国
方
証
拠
之
儀
ハ
証
人
之
書
物
判
形
妙
儀
（
マ
マ
）寺

よ
り
出
し
被
申
候
へ
共
、
是
以
土
民
之
儀
候
へ
ハ
、
其
迄
ニ
不
及
儀
ニ
候
、

此
上
ハ
両
寺
之
証
文
次
第
ニ
如
何
様
共
被
仰
付
、
可
被
遣
候
、
前
廉
も
加
様

之
出
入
御
座
候
へ
共
、
本
寺
よ
り
之
任
裁
許
、
此
方
ニ
ハ
構
不
申
候
、
左
様

御
心
得
可
被
成
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

霜
月
十
一
日　
　
　
　
　

三
宅
清
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
田
江
右
衛
門

　
　

如
意
庵
様
・
伝
法
庵
様
・
洞
川
庵
様
・
妙
高
庵
様
・
普
蔵
院
様

　

如）
18
（

此
御
返
事
請
取
、
龍
雲
寺
弟
子
玄
仲
と
申
僧
、
霜
月
廿
二
三
日
之
比
、
総

持
寺
へ
参
申
候
、
右
之
案
紙
を
郡
奉
行
中
よ
り
拙
僧
ニ
も
御
見
せ
被
成
候
、

国
方
証
拠
之
儀
ハ
妙
義
寺
よ
り
証
人
書
物
判
形
出
し
被
申
候
へ
共
、
是
以
土

民
之
儀
ニ
候
へ
ハ
、
其
迄
ニ
不
及
儀
ニ
御
座
と
御
座
候
へ
共
、
津
毛
・
丸
毛
・

木
部
・
津
田
ニ
侍
衆
一
人
も
無
之
御
座
候
へ
ハ
、
処
之
庄
屋
百
性
よ
り
外
ニ

証
人
ハ
無
之
候
条
、
不
苦
と
存
居
申
候
、

一
）
19
（

龍
雲
寺
よ
り
近
年
妙
義
寺
我
侭
ニ
龍
雲
寺
末
寺
を
押
領
仕
候
と
被
申
懸
候
へ

共
、
努
々
左
様
之
儀
ニ
而
無
之
候
、
其
故
全
鼎
以
来
代
々
引
付
証
文
共
写
し

進
上
申
候
、
此
上
ハ
如
何
様
共
御
下
知
次
第
ニ
候
、
以
上
、

　
　

寛
文
二
年
寅
正
月
十
一
日石
州
益
田

　

妙
義
寺
盤
撮（
花
押
）

　

進
上　

大
寧
寺　

衣
鉢
閣
下

 （
以
下
、
裏
書
）

　
　

表
）
20
（

書
并
証
文
直
筆
一
覧
畢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
寧
現
住
灯
（
灯
外
芳
伝
）

外（
黒
印
）

　
（
空
白
）

夫
）
21
（

住
吉
明
神
者
元
来
為
藤
原
氏
鎮
護
神
な
り
、
依
之　

人
皇
百
七
代

正
親
町
院
御
宇
天
正
中
丙
子
正
月
依
元
祥
公
素
願
勧
請
之
、
為
当
山
之
鎮
守
以
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藤
氏
御
神
本
家
之
武
運
長
久
祈
願
す
る
も
の
也

　
　

殊
門
叟

　
　

殊
梅
叟

右
）
22
（

、
住
吉
社　
　

盤
撮
代
万
治
元
戊
戌
六
月
遷
座
七
尾
城
山
中

又
◆
住
吉
社
者
雖
為
吾
侭
当
山
之
鎮
守
、
往
古
よ
り
藤
氏
御
神
究
之
鎮
守
也
、

依
之
毎
歳
作
祭
儀
、
以
武
運
長
久
、
祈
願
す
る
も
の
な
り
、
吾
侭
之
中
間
申
談
、

毎
歳
同
者
之
祭
儀
、
必
不
可
有
怠
惰
者
也
、
□
□
、　　
　
　
　

盤
撮（
花
押
）

　冒
頭
の
史
料
1（
1
）に
創
建
か
ら
中
興
ま
で
の
歴
史
が
記
さ
れ
る
。
大
意
を
と
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。
妙
義
寺
の
開
基
は
石
見
国
益
田
荘
御
神
本（
破
損
）大
夫
越
州

太
守
藤
原
朝
臣
国
兼
か
ら
一
三
代
目
の
秀
兼（
法
名
は
帯
幸
）が
建
立
し
、
木
叟
和
尚

を
開
山
と
し
て
招
き
、
十
代
余
り
続
い
た
が
、
他
宗
派
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
益
田
家

二
三
代
の
藤
兼（
法
名
は
大
蘊
全
鼎
）の
と
き
、
出
雲
の
尼
子
氏
と
の
合
戦
に
毛
利
氏

が
出
陣
す
る
と
、
藤
兼
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
長
期
滞
陣
中
に
、
益
田
藤
兼
は
石
屋
派

の
親
長
老
の
も
と
に
参
禅
し
、
合
戦
後
に
禁
中
に
参
内
し
、
石
屋
門
戸
の
三
関
透
□

の
綸
旨
を
い
た
だ
き
、大
蘊
全
鼎
と
い
う
号
を
勅
に
よ
り
賜
っ
た
。
そ
の
綸
旨
は
今
も

益
田
家
に
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
大
蘊
全
鼎
は
妙
義
寺
を
建
立
し
、
寺
領
を
加
え
ら

れ
、
大
寧
寺
十
五
代
の
関
翁
和
尚
を
中
興
と
し
て
招
き
、
自
身
は
再
開
基
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
冒
頭
に
出
て
く
る「
石
陽
益
田
庄
御
神
本
前﹇　
　
　
　
　

﹈大
夫
越
州
大

守
藤
原
朝
臣
国
兼
」は
、
益
田
氏
ら
の
祖
と
さ
れ
る
藤
原
国
兼（
御
神
本
を
称
し
た
と

も
）
の
こ
と
で
、
永
久
年
間
（
一
一
一
三
〜
八
）
に
石
見
国
司
と
し
て
赴
任
し
た
が
、

そ
の
ま
ま
土
着
し
た
と
さ
れ
る
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
子
孫
の
う
ち
、
益
田
荘

を
本
拠
と
し
た
一
族
が
中
世
の
益
田
の
領
主
益
田
氏
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
一
三
代
目
の
秀
兼
、
法
名
帯
幸
が
妙
義
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
。

益
田
家
の
系
図
で
は
一
三
代
目
と
し
て
秀
兼
の
名
が
見
え
る
が
、
一
次
史
料
に
見
え

る
名
前
は
兼
家
で
あ
り
、
そ
の
法
諱
は
周
兼
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
法
諱
周
兼
の
音

が
秀
兼
と
な
り
、
実
名
と
し
て
伝
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

兼
家
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
古
文
書
が
の
こ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
事
跡
は

あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
る
範
囲
で
以
下
に
そ
の
事
跡
を
記
す
。
兼
家
は
永

徳
三
年（
一
三
八
三
）に
祖
父
兼
見
に
よ
り
嫡
孫
に
定
め
ら
れ
て
お
り（「
益
田
家
」六

一
号
）、
父
兼
顕
が
大
内
氏
と
敵
対
し
て
益
田
荘
地
頭
職
を
没
収
さ
れ
、
大
内
氏
が
返

還
し
た
際
は
、
存
命
中
の
父
兼
顕
に
代
わ
っ
て
地
頭
職
を
返
還
さ
れ
て
い
る（「
益
田

家
」七
五
号
）。
応
永
五
年（
一
三
九
八
）に
は
父
兼
顕（
法
名
道
兼
）と
と
も
に
赤
一

丸（
兼
理
ヵ
）に
所
領
を
譲
っ
て
い
る（「
益
田
家
」九
四
号
）。
同
一
二
年
に
は
石
見
守

護
代
入
沢
氏
に
従
っ
て
安
芸
国
に
出
陣
し
て
い
る（「
益
田
家
」八
〇
号
）。
同
一
四
年

に
は
石
見
守
護
山
名
義
理（
道
弘
）か
ら
、
同
一
八
年
に
は
室
町
幕
府
か
ら
所
領
を
安

堵
さ
れ
て
い
る（「
益
田
家
」八
二
・
一
五
号
）。
こ
の
頃
、
上
洛
し
た
こ
と
も
あ
る
よ

う
だ（「
益
田
家
」五
一
〇
号
）。
幼
い
頃
は
、
父
兼
顕
と
大
内
氏
の
争
い
に
よ
り
危
機

的
な
状
況
に
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
後
は
室
町
幕
府
や
石
見
守
護
山
名
氏
と
良
好

な
関
係
を
築
く
こ
と
に
成
功
し
、
比
較
的
平
穏
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

由
緒
書
に
従
え
ば
、
益
田
兼
家
は
木
叟
和
尚
を
開
山
に
招
き
、
十
数
代
住
持
が
続

い
た
が
、
こ
の
と
き
は
他
宗
派（
つ
ま
り
、
曹
洞
宗
以
外
）で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の

あ
た
り
に
つ
い
て
は
、
関
連
史
料
が
な
い
た
め
確
か
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
妙
義
寺
に
つ
い
て
は
、「
応
永
卅
年
壬
卯
十
一
月
十
三
日
」（
一
四
二
三

年
。
ま
た
干
支
は
癸
卯
が
正
し
い
）の
年
記
を
持
つ「
妙
義
禅
庵
寄
進
田
畠
并
名
田
以

下
注
文
」が
あ
る（『
中
世
益
田
』三
五
一
号
）。
年
月
日
の
下
に
由
緒
書
の
作
者
で
あ
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る
盤
撮
の
花
押
が
あ
り
、
後
世
の
作
や
写
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
中
世
の
も
の
と
見

て
も
内
容
的
に
は
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
文
安
三
年
（
一
四
四

六
）に
下
兼
成
が
妙
義
寺
に
田
を
寄
進
し
た
文
書
も
あ
り（『
中
世
益
田
』三
八
七
号
）、

一
五
世
紀
前
半
に
は
妙
義
寺
の
存
在
は
一
次
史
料
で
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
永
正
九

年（
一
五
一
二
）の
妙
義
寺
領
算
田
帳
も
残
る（『
中
世
益
田
』五
一
二
号
）。

次
い
で
史
料
1（
1
）で
は
、益
田
藤
兼（
法
名
は
大
蘊
全
鼎
）の
時
代
の
こ
と
が
記

さ
れ
る
。
一
般
に
藤
兼
は
国
兼
を
初
代
と
し
て
一
九
代
と
さ
れ
る
が
、
な
ぜ
二
三
代

と
さ
れ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
藤
兼
が
毛
利
氏
の
出
雲
尼
子
氏
攻
め
に
協
力
し

た
こ
と
は
事
実
で
、
永
禄
四
年（
一
五
六
一
）頃
に
は
尼
子
氏
方
の
三
隅
氏
を
攻
撃
し

（「
益
田
家
」三
〇
一
号
）、
同
八
年
に
は
出
雲
国
に
も
軍
勢
は
派
遣
し
て
い
た
よ
う
だ

が（「
益
田
家
」七
三
八
号
）、
藤
兼
自
身
が
従
軍
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

そ
の
頃
、
藤
兼
は
石
屋
派
の
親
長
老
の
も
と
に
参
禅
し
た
と
い
う
。
石
屋
と
は
石

屋
真
梁
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
石
屋
真
梁
は
、
一
四
世
紀
半
ば
に
薩
摩
国
の
伊
集

院
忠
国
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
南
禅
寺
に
学
び
、
中
国
か
ら
来
朝
し
た
東
陵
永
璵
か

ら
石
屋
の
道
号
を
与
え
ら
れ
、
建
仁
寺
、
南
禅
寺
、
永
源
寺
な
ど
に
も
学
ん
だ
が
、

丹
波
国
永
沢
寺
（
曹
洞
宗
）
の
通
幻
寂
霊
の
法
を
嗣
い
だ
。
そ
の
後
、
薩
摩
に
帰
り
、

福
昌
寺
の
開
山
と
な
り
、
同
寺
は
西
国
の
曹
洞
宗
の
中
核
寺
院
と
し
て
重
き
を
な
し

た
。
ま
た
、
長
門
国
大
寧
寺
、
周
防
国
闢
雲
寺
な
ど
は
石
屋
を
開
山
と
し
て
い
る
。

尼
子
氏
と
の
戦
い
の
の
ち
、
藤
兼
は
参
内
し
て
石
屋
門
戸
の
「
三
関
透
□
之
御
綸

旨
」を
頂
戴
し
、大
蘊
全
鼎
と
い
う
法
名
を
勅
賜
号
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
益
田
家
文
書
」に
は
関
連
す
る
記
載
が
な
い
も
の
の
、
次
の

よ
う
な
文
書
が
医
光
寺
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
う（
現
在
は
不
明
と
な
っ
て
い
る
）。

　
【
史
料
2
】　

正
親
町
天
皇
綸
旨（
医
光
寺
文
書〈『
中
世
益
田
』七
五
三
号
〉）

　
　

大
蘊
全
鼎
居
士　

左
少
弁
宣
教

実
峰
派
古
則
州
山
老
衲
証
明
、
石
州
住
益
田
大
蘊
全
鼎
居
士
云
云
、
尤
仏
法
繁

栄
之
沙
汰
可
為
神
妙
者
、

天
気
如
此
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

元
亀
四
年
五
月
三
日　
　
　
　
　

左
少
弁（
花
押
）

　
　

大
蘊
全
鼎
居
士

こ
の
よ
う
な
形
式
の
文
書
が
他
に
見
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
の
文
書
を
た
だ
ち
に
信

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
後
ほ
ど
紹
介
す
る
関
翁
珠
門
が「
大
蘊
」の
字
義
を
記

し
た
文
書
に
も「
字
者
大
蘊
、
諱
者
全
鼎
僉　

勅
賜
之
号
也
」と
あ
り（『
中
世
益
田
』

七
八
一
号
）、
大
蘊
全
鼎
の
法
名
を
勅
賜
号
だ
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

勅
賜
号
か
ど
う
か
は
い
っ
た
ん
擱
く
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
益
田
藤
兼
が
石

屋
派
に
帰
依
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
元
亀
二
年（
一
五
七
一
）に
大
義
女
の
、
天

正
二
年（
一
五
七
四
）に
崇
寿
女
の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
藤
兼
は
妙
義
寺
に
田
を
寄
進

し
て
い
る（『
中
世
益
田
』七
四
八
・
七
五
六
号
）。
こ
の
時
期
、
妙
義
寺
へ
の
帰
依
を

深
め
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
史
料
1（
1
）の
最
後
に
、
大
蘊
全
鼎
が
妙
義
寺
を
建
立
し
、
寺
領
を
加

え
、
大
寧
寺
一
五
代
の
関
翁
和
尚
を
中
興
と
し
て
招
き
、
自
ら
は
再
開
基
と
な
っ
た

と
記
さ
れ
る
。

続
い
て
、
天
正
九
年
三
月
に
定
め
ら
れ
た「
妙
義
寺
幷
門
中
禁
法
之
事
」が
引
用
さ

れ
る（
史
料
1（
2
））。
こ
の
文
書
は
実
物
が
残
っ
て
い
る（『
中
世
益
田
』七
七
九
号
。

図
1
）。
こ
の
文
書
は
、
殊
梅
、
益
田
元
祥
、
益
田
藤
兼
、
そ
し
て
大
寧
寺
珠
門
が
連
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署
し
て
い
る
。

益
田
元
祥
は
藤
兼
の
子
で
、
永
禄
一
三
年
に
藤
兼
か
ら
所
領
を
譲
渡
さ
れ
て
い
る

が（「
益
田
家
」三
四
五
号
）、
こ
れ
は
名
目
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
天
正

九
年
頃
に
本
格
的
な
家
督
相
続
が
行
わ
れ
、藤
兼
も
実
際
に
出
家
し
た
よ
う
で
あ
る
。

殊
梅
は
、
黄
山
殊
梅
と
い
う
僧
侶
で
、
こ
の
と
き
の
実
際
の
妙
義
寺
住
持
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
正
一
二
年
に
元
祥
が
全
鼎
の
寄
進
物
を
安
堵
し
た
文
書
の
宛

所
に「
妙
義
□
□
梅
東
堂
」と
あ
り（『
中
世
益
田
』八
二
〇
号
）、こ
れ
が
殊
梅
の
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

大
寧
寺
の
殊
門
は
、
天
正
九
年
に
益
田
藤
兼
の
法
号「
大
蘊
」の
字
義
を
記
し
た
文

書
に「
旹
総
持
現
大
寧
石（
石
屋
真
梁
）

屋
第
十
五
世
竹
（
竹
居
正
猷
）

居
一
滴
蝸
角
子
関
翁
杜
□
（
多
ヵ
）書

」と
あ
り
、
総

持
寺
の
住
持
も
務
め
、
こ
の
と
き
大
寧
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
。

大
寧
寺
は
、
山
口
県
長
門
市
深
川
に
所
在
す
る
。
応
永
一
七
年（
一
四
一
〇
）に
大

内
氏
一
族
の
鷲
頭
弘
忠
が
石
屋
真
梁
を
招
い
て
創
建
さ
れ
た
と
伝
わ
り
、
大
内
氏
の

庇
護
も
得
て
、
大
内
氏
領
国
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
曹
洞
宗
の
中
核
的
な
寺
院
で
あ
っ

た
（
1
）。
天
文
二
〇
年
に
は
大
内
義
隆
が
大
寧
寺
で
自
害
し
て
い
る
。

益
田
藤
兼
・
元
祥
は
、
石
屋
派
の
流
れ
を
く
み
、
旧
大
内
氏
領
国
お
よ
び
そ
の
周

辺
の
曹
洞
宗
の
中
核
的
寺
院
で
あ
る
大
寧
寺
か
ら
高
僧
を
招
く
こ
と
に
よ
り
、
妙
義

寺
の
中
興
を
図
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
招
聘
さ
れ
た
関
翁
珠
門
は
、
自
身
の

師
で
あ
る
繁
興
存
栄
を
名
目
上
の
中
興
、
自
身
を
実
質
的
な
中
興
、
実
際
の
住
職
を

黄
山
殊
梅
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

続
い
て
由
緒
書
は
、
こ
の
法
度
を
妙
義
寺
の
末
寺
に
伝
え
よ
と
の
益
田
藤
兼
・
元

祥
の
指
示
が
あ
っ
た
と
し（
史
料
1（
3
））、
そ
の
際
の
も
の
と
思
わ
れ
る
文
書
が
引

用
さ
れ
る（
史
料
1（
4
））。

図 1│　妙義寺制法（妙義寺文書）
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こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
文
書
は
現
存
し
な
い
が
、
内
容
等
か
ら
当
時
の
も
の
と

見
て
特
に
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。
差
出
は
藤
兼
・
元
祥
の
連
署
で
、
殊
梅
と
殊
養

に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
殊
梅
は
黄
山
殊
梅
、
殊
養
は
関
翁
珠
門
の
次
に
大
寧
寺
住
持

と
な
っ
た
安
叟
殊
養
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
書
で
は
、「
波
田
・
澄
川
・
津
毛
・
丸
毛
、

其
外
在
々
、
已
上
十
五
ヶ
所
之
末
寺
」及
び「
正
覚
院
・
耕
雲
軒
・
潬
庭
庵
」と
い
う

塔
頭
の
名
前
が
見
え
る
。
こ
こ
で
は
末
寺
の
名
称
は
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。

続
い
て
由
緒
書
で
は
、
末
寺
の
名
称
が
「
此
十
五
ヶ
所
之
末
寺
与
御
座
候
ハ
、
上

波
田
之
円
福
寺
、
澄
川
ノ
自
徳
庵
、
津
毛
村
之
清
源
寺
・
久
光
庵
、
丸
毛
之
大
智
寺
、

木
部
ノ
東
伝
庵
、
津
田
之
観
音
寺
、
吉
田
之
西
福
寺
、
梅
月
ノ
聖
清
庵
、
又（
マ
マ
）駕

之
西

禅
寺
、
須
沽
（
マ
マ
）之

東
伝
院
、
安
富
金
□
（
剛
ヵ
）寺

、
東
長
沢
永
沢
庵
、
西
長
沢
之
見
光
庵
、
馬

谷
之
宗
見
院
」と
、
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
る（
史
料
1（
5
））。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
現

在
も
存
続
、
あ
る
い
は
後
身
の
寺
院
が
あ
る
。
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
近
世
初
期
の
史
料
か
ら
も
信
頼
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

続
い
て
由
緒
書
は
、「
唐
涅
槃
像
・
十
六
羅
漢
・
鏧
一
口
・
御
位
牌
、
并
為
入
牌
料

銀
子
弐
百
文
目
」が
施
入
さ
れ
た
と
し（
史
料
1（
6
））、
そ
の
際
の
全
鼎
・
元
祥
の

連
署
寄
進
状
が
引
用
さ
れ
る（
史
料
1（
7
））。

こ
の
連
署
寄
進
状
は
現
存
す
る（『
中
世
益
田
』八
一
七
号
）。
こ
の
文
書
で
は
、
大

寧
寺
一
五
世
の
関
翁
和
尚
を
妙
義
寺
の
中
興
と
し
て
招
き
た
い
と
申
し
入
れ
た
と
こ

ろ
、
位
牌
と
仏
具
な
ど
を
関
翁
が
用
意
さ
れ
た
、
そ
し
て
入
牌
料
と
し
て
銀
子
二
百

文
目
を
施
入
し
、
三
段
の
地
を
寄
進
す
る
と
あ
る
。
仏
具
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記

述
を
欠
く
点
に
は
注
意
が
必
要
だ
が
、
こ
の
と
き
に
十
六
羅
漢
図
が
施
入
さ
れ
た
と

由
緒
書
の
時
点
で
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。

由
緒
書
で
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
以
前
の
記
述
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。

「
妙
義
寺
文
書
」の
安
土
桃
山
時
代
の
も
の
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
く
と
、
天
正
一

二
年
に
寺
領
の
安
堵
が
な
さ
れ（『
中
世
益
田
』八
一
八
〜
八
二
〇
号
）、
天
正
二
〇
年

に
は
検
地
結
果
が
通
知
さ
れ
て
い
る（『
中
世
益
田
』八
七
五
・
八
九
一
〜
八
九
三
号
）。

以
上
の
よ
う
に
、
妙
義
寺
は
一
五
世
紀
前
半
に
は
存
在
が
確
認
さ
れ
、
益
田
氏
か

ら
も
庇
護
さ
れ
て
い
た
が
、
一
六
世
紀
後
半
に
益
田
藤
兼
が
曹
洞
宗
、
特
に
石
屋
派

に
帰
依
し
、
長
門
国
の
大
寧
寺
か
ら
高
僧
を
招
い
て
中
興
し
た
こ
と
に
よ
り
、
大
き

く
興
隆
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
際
に
、「
十
六
羅
漢
」が
施
入
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
、
由
緒
書
に

見
え
る
の
で
あ
る
。

表 1│　妙義寺の末寺

史料1（5）の表記 比定寺院

上波田之円福寺 円福寺（波田町）

澄川ノ自徳庵、 自徳庵（匹見町澄川）

津毛村之清源寺・
久光庵

清源寺（美都町都茂）

玖光庵（美都町山本）

丸毛之大智寺 大智寺（美都町丸茂）

木部ノ東伝庵 東伝寺（木部町）

津田之観音寺 観音寺（津田町）

吉田之西福寺 西福寺（中島町）

梅月ノ聖清庵 聖清寺（梅月町）

又駕之西禅寺 西禅寺（本俣賀町）

須沽之東伝院 海雲寺（須子町）

安富金□（剛）寺 養光寺（安富町） ※後身

東長沢永沢庵 永沢寺（神田町） ※移転

西長沢之見光庵 見光庵（長沢町）

馬谷之宗見院 宗兼院（馬谷町）
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二
　
妙
義
寺
の
近
世
史
と
釈
迦
十
六
羅
漢
図

次
に
、
釈
迦
十
六
羅
漢
図
の
箱
書
や
軸
裏
の
銘
な
ど
か
ら
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を

考
察
し
た
い
。

箱
書
き
は
次
の
と
お
り
で
あ
る（
図
2
）。

　
【
史
料
3
】　

釈
迦
十
六
羅
漢
図
箱
書

　

当
山
中
興
関
翁
大
和
尚
御
寄
進
焉

　
　

于
時
延
宝
二
天
寅
六
月
廿
八
日

　

羅
漢
像
之
絵
箱
万
歳
山
妙
儀
寺
常
住
物

　
　
　
　
　
　
　
　

住
持
比
丘
来
応
盤
撮
叟

　
　
　

右
表
具
之
造
作
、
壱
幅
ニ
付
銀
子
廿
五
匁
宛

ま
ず
、
中
興
で
あ
る
関
翁
の
寄
進
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
延
宝
二

年（
一
六
七
四
）の
年
記
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
関
翁
の
寄
進
時
の
も
の
で
は

な
く
、「
表
具
之
造
作
」と
あ
る
よ
う
に
、
表
具
を
仕
立
て
直
し
た
際
の
も
の
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
迦
十
六
羅
漢
図
は
延
宝
二
年
、
由
緒
書
を
記
し
た
来
応
盤
撮

が
住
持
の
と
き
に
表
具
が
直
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
表
具
修
復
の
費
用
が

一
幅
あ
た
り
銀
子
二
五
匁
と
記
さ
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

次
に
軸
裏
の
銘
で
あ
る
。
釈
迦
十
六
羅
漢
図
の
各
軸
に
は
銘
が
あ
る
。
か
な
り
薄

れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
第
四
尊
者
の
も
の
を
例
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ

る（
図
3
）。

図 2│　妙義寺釈迦十六羅漢図箱書

図 3│　妙義寺釈迦十六羅漢図（第四尊者）軸裏銘
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時
点
で
、
妙
義
寺
自
体
は
浜
田
藩
領
に
属
し
た
が
、
末
寺
の
中
に
は
津
和
野
藩
領
に

位
置
す
る
寺
院
も
あ
っ
た
。

関
ヶ
原
の
合
戦
直
後
、
石
見
銀
山
領
と
な
っ
た
妙
義
寺
と
そ
の
末
寺
は
、
益
田
氏

時
代
の
寺
領
を
確
保
す
る
た
め
に
、
実
質
的
な
石
見
銀
山
領
支
配
に
あ
た
っ
た
竹
村

道
清
に
働
き
か
け
て
い
る（
史
料
1（
8
）〜（
10
））。

妙
義
寺
が
石
見
銀
山
領
で
あ
っ
た
こ
ろ
は
ま
だ
良
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
幕
府
領

の
寺
院
と
も
め
事
を
起
こ
す
こ
と
は
避
け
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
妙
義

寺
が
浜
田
藩
領
に
属
し
、
末
寺
の
一
部
が
津
和
野
藩
領
に
属
す
よ
う
に
な
る
と
、
妙

義
寺
と
そ
の
末
寺
の
関
係
が
動
揺
し
始
め
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
浜
田
藩
と
し
て

も
旧
領
主
の
菩
提
寺
が
多
く
の
末
寺
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。

津
和
野
藩
領
の
末
寺
に
つ
い
て

は
、
次
第
に
津
和
野
藩
主
の
菩
提

寺
で
あ
る
永
明
寺
の
末
寺
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、安

富
の
金
剛
寺
は
、
元
禄
年
間（
一
六

八
八
〜
一
七
〇
四
）に
住
持
が
出
奔

し
、
無
住
と
な
り
荒
廃
し
た
た
め

と
し
て
廃
寺
と
な
り
、
新
た
に
養

光
寺
が
創
建
さ
れ
て
永
明
寺
の
末

寺
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
2
）。

こ
の
よ
う
な
本
末
関
係
の
動
揺
は

由
緒
書
や
釈
迦
十
六
羅
漢
図
の
修

　
【
史
料
4
】　

釈
迦
十
六
羅
漢
図
第
四
尊
者
軸
裏
銘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
□
□（
右
ノ
二
ヵ
）　　
　
　
　
　
　

右
ノ
二

　
　

四　

奉
修
補
羅
漢
像
之
表
具　

万
歳
山
妙
儀
（
義
）八

世
来
応
盤
撮
代　

此
施
主
宗
見
院
住
持
恵
鑑

各
軸
裏
の
銘
の
構
成
は
共
通
し
て
お
り
、
一
番
上
に
通
し
番
号
、
次
に
羅
漢
図
の

表
具
を
修
補
し
た
こ
と
、
そ
れ
が
妙
義
寺
の
八
世
来
応
盤
撮
の
代
の
こ
と
で
あ
っ
た

こ
と
、
そ
し
て
各
軸
修
補
の
施
主
が
記
さ
れ
る
。
軸
と
修
補
者
の
関
係
は
表
2
の
と

お
り
で
あ
る
。
各
軸
の
修
補
は
、
妙
義
寺
の
末
寺
が
一
幅
ず
つ
（
大
智
寺
の
み
、
隠

居
と
住
持
で
一
幅
ず
つ
）、
ま
た
塔
頭
の
正
覚
院
が
一
幅
担
当
し
て
い
る
。

箱
書
と
軸
裏
の
銘
か
ら
は
、
延
宝
二
年
、
住
持
が
来
応
盤
撮
の
と
き
、
末
寺
や
塔

頭
が
協
力
す
る
形
で
釈
迦
十
六
羅
漢
図
の
修
補
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
釈
迦

十
六
羅
漢
図
が
妙
義
寺
が
再
興
さ
れ
た
天
正
九
年
、
あ
る
い
は
、
関
翁
珠
門
が
仏
具

以
下
を
施
入
し
た
天
正
一
二
年
頃
に
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
作
成
後
約
九

〇
年
で
修
補
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
修
補
に
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
時
期
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
由
緒
書
を
記
し
、
十
六
羅
漢
図
の
修
補
を
し

た
際
の
妙
義
寺
住
持
来
応
盤
撮
の
活
躍
ぶ
り
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
盤
撮
の
活
躍
の

背
景
に
は
お
そ
ら
く
危
機
感
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
盤
撮
の
時
代
ま
で
の
歴
史
を

由
緒
書
な
ど
か
ら
検
討
し
た
い
。

慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）の
関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
益
田
氏
は
属
し
て
い
た
毛
利
氏
に

従
っ
て
益
田
を
去
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
妙
義
寺
は
益
田
氏
と
い
う
庇
護
者
を
失
っ

た
。
そ
し
て
、
旧
益
田
氏
領
は
、
石
見
銀
山
領
、
津
和
野
藩
領
、
さ
ら
に
元
和
五
年

（
一
六
一
九
）に
成
立
し
た
浜
田
藩
領
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
浜
田
藩
成
立

表 2│　各幅の修復者（□は破損・摩滅で読めない字）

本尊　大智寺隠居□□

左の一　西福寺住持泉達 右の一　円福寺住持梅薫

左の二　金剛寺住持 右の二　宗見院住持恵鑑

左の三　東伝寺住持益純 右の三　自徳庵住持高撮

左の四　観音寺住持泉狐 右の四　兼光庵住持

左の五　聖盛庵住持 右の五　永沢庵住持

左の六　西禅寺住持 右の六　清源寺住持禅歩

左の七　洞伝庵住持 右の七　久光庵住持英室

左の八　正覚院住□ 右の八　大智寺住持物外
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補
よ
り
前
の
時
点
で
す
で
に
起
こ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
由
緒
書
が
記
さ
れ
た
時
点
で
、
妙
義
寺
に
と
っ
て
よ
り
深
刻
な
問
題
で

あ
っ
た
の
は
、
龍
雲
寺
と
の
関
係
と
考
え
ら
れ
る
。

由
緒
書
が
記
さ
れ
た
前
年（
寛
文
元
年
）、
龍
雲
寺
が
使
僧
を
派
遣
し
て
き
て
、
大

智
寺
・
清
源
寺
・
東
伝
庵（
木
部
）・
観
音
寺
が
龍
雲
寺
の
末
寺
で
あ
る
と
主
張
し
た

よ
う
だ（
史
料
1（

16
））。

龍
雲
寺
は
、
浜
田
市
三
隅
町
芦
谷
に
所
在
す
る
曹
洞
宗
寺
院
で
、
も
と
は
三
隅
氏

の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
益
田
藤
兼
は
、
一
六
世
紀
の
中
頃
に
三
隅
氏

と
戦
っ
て
三
隅
を
支
配
下
に
お
さ
め
た
よ
う
で
、
晩
年
は
三
隅
で
隠
居
し
た
。
そ
の

際
、「
三
隅
之
大
寺
」を
居
所
と
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
龍
雲
寺
の
こ
と
と
思
わ
れ
る

（「
益
田
家
文
書
」巻
八
五
）。

妙
義
寺
は
こ
れ
ら
の
寺
院
が
自
ら
の
末
寺
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
末
寺

や
浜
田
藩
の
奉
行
な
ど
に
問
い
合
わ
せ
、
証
拠
と
な
る
文
書
を
浜
田
藩
の
家
老
や
奉

行
ら
に
提
出
し
た
。
一
方
、
龍
雲
寺
も
自
ら
の
主
張
を
裏
付
け
る
文
書
を
藩
に
提
出

し
た
よ
う
だ
。
龍
雲
寺
が
末
寺
と
主
張
す
る
寺
院
は
、
益
田
氏
と
三
隅
氏
が
争
っ
た

地
域
に
位
置
す
る
た
め
、
三
隅
氏
の
時
代
に
は
龍
雲
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。

浜
田
藩
は
、
寺
社
の
紛
争
は
藩
だ
け
の
判
断
で
は
す
ま
な
い
と
し
て
、
曹
洞
宗
の

本
山
の
一
つ
総
持
寺
に
問
い
合
わ
せ
た（
史
料
1（

16
））。
そ
の
際
の
問
い
合
わ
せ
の

文
書
が
史
料
1（

17
）と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

妙
義
寺
が
、
益
田
藤
兼
、
関
翁
珠
門
以
来
関
係
が
深
い
大
寧
寺
に
事
情
を
説
明
し
、

協
力
を
求
め
て
い
る
の
が
こ
の
由
緒
書
の
主
旨
で
あ
る（
史
料
1（

19
））。
大
寧
寺
も

ま
た
裏
書
を
し
て
い
る（
史
料
1（

20
））。

そ
の
後
の
経
緯
は
文
書
が
少
な
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
龍
雲
寺
を
上
位
、
妙

義
寺
を
下
位
と
す
る
形
で
、
序
列
が
つ
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
【
史
料
5
】　

大
寧
寺
・
龍
雲
寺
連
印
掟（
竪
継
紙
）

　
　
　
　

定

一
御
領
法
之
通
、
諸
事
可
相
守
事
、

一
御
領
主
年
礼
其
外
領
分
寺
院
掛
り
、
諸
寺
院
並
ニ
可
相
勤
事
、

一
御
除
地
并
ニ
山
林
境
内
、
往
古
よ
り
有
来
之
通
不
可
異
論
事
、

一
御
役
田
之
儀
、
御
領
法
之
通
御
年
貢
上
納
物
村
役
其
外
御
領
分
役
田
江
掛
り

候
事
、
諸
寺
院
並
ニ
可
相
勤
事
、

一
檀
中
新
亡
其
外
法
用
宗
判
等
、
諸
寺
院
並
ニ
無
相
違
可
相
勤
事
、

　

右
之
条
々
、
定
置
者
也
、
若
此
以
後
理
不
尽
之
諍
論
等
於
有
之
者
、

　

本
末
共
ニ
可
為
越
度
候
、
以
上
、

　
　

延
享
五
辰
年
五
月
廿
五
日　
　
　

龍
雲
寺（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
寧
寺（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
義
寺
并
末
山
中

史
料
5
は
、
延
享
五
年（
一
七
四
八
）に
龍
雲
寺
と
大
寧
寺
が
妙
義
寺
と
そ
の
末
寺

に
対
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
妙
義
寺
と
そ
の
末
寺
は
基
本
的
に「
諸
寺
院
並
」に

位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
序
列
と
し
て
龍
雲
寺
と
大
寧
寺
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
大
寧
寺
は
も
と
も
と
ゆ
か
り
も
深
く
、
歴
史
的
な
経
緯

か
ら
も
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
る
こ
と
も
わ
か
る
が
、
龍
雲
寺
と
の
関
係
は
江

戸
時
代
に
な
っ
て
新
た
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
に
、
由
緒
書
が
作
成
さ
れ
、
釈
迦
十
六
羅
漢
図
の
修
補
が
行
わ
れ
た

時
期
、
妙
義
寺
と
そ
の
末
寺
は
本
末
関
係
の
危
機
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
た
と
き
、釈
迦
十
六
羅
漢
図
の
修
補
を
、末
寺
や
塔
頭
が
共
同
し
て
行
っ

た
こ
と
の
意
義
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
本
寺
で
あ
る
妙
義
寺
の
什
宝
を
共
同
で

修
補
す
る
こ
と
で
、そ
の
本
末
関
係
を
確
認
し
、結
束
を
深
め
る
た
め
の
事
業
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
の
結
論
と
し
て
、
妙
義
寺
が
所
蔵
す
る
釈
迦
十
六
羅
漢
図
は
、
一
六
世
紀
後

半
に
妙
義
寺
の
中
興
が
図
ら
れ
た
際
、
中
興
と
し
て
招
か
れ
た
長
門
国
深
川
の
大
寧

寺
の
住
持
関
翁
珠
門
が
施
入
し
た
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
、
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）に
釈
迦
十
六
羅
漢
図
が
妙
義
寺
の
末
寺
一
五
ヶ
寺

と
塔
頭
正
覚
院
に
よ
り
行
わ
れ
た
の
は
、
益
田
氏
と
い
う
庇
護
者
を
失
い
、
龍
雲
寺

や
津
和
野
藩
と
の
関
係
の
中
で
動
揺
し
つ
つ
あ
っ
た
本
末
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の

事
業
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
。

推
測
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、
妙
義
寺

釈
迦
十
六
羅
漢
図
は
妙
義
寺
と
そ
の
末
寺
の
歴
史
を
物
語
る
も
の
と
し
て
も
非
常
に

重
要
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

 

　
（
益
田
市
教
育
委
員
会　

文
化
財
課　

歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー　

主
任
）

註（
1
）森
茂
暁「
解
説
」（『
山
口
県
史
』史
料
編
中
世
1
、
一
九
九
六
年
）。

（
2
）中
司
健
一「
養
光
寺
文
書
の
翻
刻
と
解
説
」（『
郷
土
石
見
』一
〇
七
号
、
二
〇
一
八
年
）。
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